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推 薦 の こ と ば 
 

 申告納税制度がわが国に導入されてから、５５年近い年月が経過したが、その間、確定

申告者の数も大幅に増加し、例年、確定申告の時期になると、全国の各税務署には多数の

納税者が確定申告のために訪れている。このため、わが国の申告納税制度の現状を理解し、

その発展を図っていくためには、確定申告を行った納税者の実態を理解することが不可欠

の作業であると考える。しかしながら、この点について、調査・研究を行った業績はこれ

まで皆無といってよい状況であったように思う。 

 この観点から、税務大学校研究部長の諸岡氏の企画と指導の下に、同研究部と関東信越

国税局課税第一部個人課税課が行った共同研究の成果であるこの「所得税の確定申告者の

実態調査分析」は、確定申告を行った納税者について様々な角度から分析を加えた、わが

国で最初の実態調査であり、画期的業績であるといえる。 

 この調査結果では、例えば、青色申告者や白色申告者の申告態様の相違、事業所得者・

不動産所得者等の所得者区分別による申告態様の相違、男女別・年代別あるいは地域別の

申告態様の相違など、興味深い点が明らかにされており、わが国の申告納税制度の現状を

理解していく上で大変に貴重な資料であると考える。 

 今後、この調査結果を基礎として、申告納税制度をさらに定着させ、発展させていくた

めにはどうしたらよいかを、制度と運用の両面にわたって検討していく必要があると考え

る。これを機に、第二、第三の調査研究が行われることを強く期待したい。 

 

平成１３年１２月 
東京大学名誉教授 
税 務大学校 顧問 

                              金 子  宏 
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Ⅰ 実態調査の目的等 

 

１ 目的 

所得税の確定申告は、納税者にとって前年の経済活動を税務の面で締めくくる重要な行事

であると同時に、国税組織全体にとっても年間を通じた最大の行事となっている。例年、全

国各地の税務署では、税理士会や青色申告会をはじめとする関係民間団体の協力の下、地方

税当局とも連携を図りながら、可能な限りの相談会場や申告書収受場所を確保する一方、他

事務系統の職員やアルバイトなども含め、相当の事務量を投下してこの時期を乗り切ってい

るところである。 

この所得税の各年分の確定申告者数については、国税庁が毎年公表している「国税庁統計

年報書」が手がかりとなる。それによると、昭和４０年分以降の確定申告人員の推移は図Ⅰ

―１－１のとおりである。申告納税額のある者（納税人員）及び還付申告者の伸びを反映し

て、確定申告人員の総数は年々相当な伸びを見せている。 

Ⅰ－１－１　確定申告人員の推移 （翌年３月末日現在）
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また、国税庁が本格的に統計を取り始めた昭和２９年分から平成１１年分までの確定申告

者のうち、納税人員の推移は図Ⅰ－１－２のとおりである。この図から見られるように、昭

和３０年代半ばから平成の年代に入るまで納税人員はほぼ一貫した伸びを見せており、特に、

昭和４０年代半ばからは、営業等所得者及び農業所得者以外の所得者（特に給与所得者）の

伸びが著しく、営業等所得者を上回るようになっている。 

【図Ⅰ－１－１ 確定申告人員の推移（翌年３月末日現在）参照】 

【図Ⅰ－１－２ 申告所得税の納税人員の推移参照】 
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Ⅰ－１－２　申告所得税の納税人員の推移
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（注）給与はその他の内書である。

 

ところで、以上の確定申告を行った人たちが、具体的にはどういった方法・手段を用いた

のか、また、どの相談会場あるいはどの申告書収受場所に、どういった職種の人たちが来て

いるのか、あるいは、年齢や青色・白色申告の別、申告納税額の有無・還付の別といった点

などを有機的に結び付けた、マトリックス的理解につながるデータはほとんどない、という

のが現状である。 

このような問題意識から、関東信越国税局課税第一部所得税課（平成１３年１月より個人

課税課に名称変更）は、平成１２年２月～３月に実施された平成１１年分の所得税の確定申

告について、管内各税務署の協力の下、同各税務署に提出されている確定申告書から標本調

査を実施した。また、税務大学校研究部は同課から資料提供を受けて、どのような納税者が

確定申告時にどのような行動をとったかなど、確定申告の実態を鳥瞰図的に把握する分析及

び研究を、同課と共同で実施した。その分析結果が本稿である。 

 分析を行うに当たっては、確定申告者の中で多数を占める営業等所得者、不動産所得者、

給与所得者及び年金所得者が、主として男女別・年齢階層別に、確定申告に当たってどのよ

うな行動をとったかという点に重点を絞った。また、標本調査の対象である関東信越国税局

管内は、埼玉県のように大都市の様相を示す地域、長野県及び新潟県のように純然たる地方

の様相を呈する地域、そして北関東３県（茨城、栃木、群馬）のように都市化が進行しつつ

あるものの、なお地方としての様相が残る地域の三つに大きく分かれているため、その実態

をより詳細に分析すべく、重要な項目については、更にこれら三つの地域別分析も併せて行

った。 
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 また、本研究は、平成１３年２月発表の「所得税の申告者の実態調査分析（中間報告）」を

ベースに、同年６月８日に開催された「第１回税務大学校研究部研究発表会」において、金

子宏税務大学校顧問（東京大学名誉教授）のほか、薄井信明（政策研究大学院大学客員教授）、

桜井久勝（神戸大学大学院経営学研究科教授）、品川芳宣（筑波大学大学院経営・政策科学研

究科教授）、杉山学（青山学院大学経営学部教授）、本庄資（国士舘大学政経学部教授）、水野

忠恒（一橋大学法学部教授）の税務大学校客員教授の方々からいただいた講評及び質疑応答

を踏まえ、大幅に加筆修正をしたものである。 

   

２ 標本の抽出 

   実態調査のための標本は、関東信越国税局管内６３署の中から、確定申告書提出件数の少

ない署から多い署まで、地域間で片寄りのないように選定した３３署を対象として、確定申

告期限の３月１５日までに申告のあった全申告者の１パーセントに当たる１６，６１８件を、

それぞれの税務署管内の市町村ごとに層別サンプリングの方法により抽出した。 

   なお、標本調査の内容は、次のとおりである。 

    ① 収受年月日          ⑤ 申告態様（注２） 

    ② 生年月日           ⑥ 所得者区分（注３） 

    ③ 性別（注１）         ⑦ 申告納税額の有無 

④ 青色申告・白色申告区分    ⑧ 還付申告の原因 

 

 （注１）申告書に記載された本人の性別によった。したがって、申告書が代理人によって提出

されている場合であっても、この点は考慮されていない。 

 

（注２）確定申告書の提出がいずれの相談会場を利用してなされたか、自らあるいは税理士を

通じてなされたかといった確定申告書提出時の態様を、次の６つに区分した。 

「個別指導」 ：
税務署の相談会場で１人の税務署員が 1 名の確定申告者とマンツー

マンで接する方式で相談を受けたもの 

「集合指導」 ：
税務署の相談会場で１名の税務職員が複数の確定申告者に同時に対

応する方式で相談を受けたもの 
「市町村」 ：地方税当局で相談を受けたもの 

「税理士無料」 ：
税理士会の協力で開催されている無料申告相談所で相談を受けたも

の 
「郵送窓口」 ：自ら郵送又は税務署の受付窓口を利用して申告書を提出したもの 
「税理士関与」 ：税理士に依頼して申告書を提出したもの 
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（注３）所得者区分の定義は次のとおりである。 

    なお、併有する所得がある場合には、（１）から（６）に区分される若い番号の所得者区

分によった。 
（１）営業等所得者 ：事業所得者のうち農業所得以外の事業所得を有する者 
（２）農業所得者 ：事業所得者のうち農業所得を有する者 
（３）不動産所得者 ：不動産所得を有する者 
（４）給与所得者 ：給与所得を有する者 
（５）年金所得者 ：各種年金を受給している者 
（６）その他の者 ：上記（１）～（５）以外の者 

 

   (参考) 標本調査の署別件数 

     （平成１２年３月１５日までに収受した分） 
署名 件数 署名 件数

朝霞 582伊勢崎 298

大宮 653高崎 663

川口 835藤岡 149

西川口 551中之条 109

川越 1382沼田 169

所沢 1075館林 382

東松山 360群馬県計 1770

春日部 887長野 809

埼玉県計 6325上田 398

水戸 730諏訪 356

日立 359伊那 286

土浦 702松本 509

茨城県計 1791長野県計 2358

宇都宮 745新潟 894

栃木 579新発田 369

足利 221巻 362

佐野 200三条 313

栃木県計 1745長岡 437

 柏崎 156

 糸魚川 98

 新潟県計 2629

 合計 16618
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Ⅱ 標本調査の対象として抽出した確定申告者 

 

 １ 総論 

(1)  確定申告を行った者の標本件数は、次表のとおりである。この１６，６１８件を所得者

区分別に分類すると、給与所得者が４，７０４件と最大グループを形成しており、本調査

による標本件数全体の２８．３％を占めている。これに続いているのが営業等所得者で、

４，５４３件（２７．３％）と、ほぼ給与所得者と同じ割合を占めている。以下、年金所

得者３，０８４件（１８．６％）、不動産所得者２，５８３件（１５．５％）、農業所得者

１，２６２件（７．６％）の順に続いている。 

また、男女別に分類すると、男性が１２，４８１件（７５．１％）、女性が４，１３７

件（２４．９％）となっており、男女比はほぼ３対１となっている。下の表を縦横に一瞥

すると、給与所得者については、全体に占める女性の割合が比較的高いのに対して、農業

所得者の圧倒的多数が男性であることなどが認められる。 

 

標本全体の所得者別・男女別状況 
男性 女性 合計 

  
件数 構成比・％ 件数 構成比・％ 件数 構成比・％ 

営業等       3,598          28.8        945         22.8      4,543 27.3

農業       1,190           9.5         72          1.7      1,262 7.6

不動産       1,922          15.4        661         16.0      2,583 15.5

給与       3,039          24.3      1,665         40.2      4,704 28.3

年金       2,452          19.6        632         15.3      3,084 18.6

その他         280           2.2        162          3.9        442 2.7

合計     12,481         100.0      4,137        100.0    16,618 100.0
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(2) この結果、抽出した標本中に占める事業所得者は３４．９％（営業等所得者２７．３％

と農業所得者７．６％の合計）、その他所得者は６５．１％（給与所得者２８．３％、年

金所得者１８．６％、不動産所得者１５．５％及びその他２．７％の合計）となる。これ

は、関東信越国税局管内における確定申告者全体の所得者区分（事業所得者３５．３％、

その他所得者６４．７％）にほぼ近い数値を示していることから、抽出された標本は確定

申告者全体の実態にほぼ沿ったものといえる。 

【図Ⅱ－１－１ 申告者全体の所得者区分別状況－－構成割合参照】 

【図Ⅱ－１－２ 申告者全体の所得者区分別状況（男性）－－構成割合参照】 

【図Ⅱ－１－３ 申告者全体の所得者区分別状況（女性）－－構成割合参照】 
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Ⅱ－１－１　申告者全体の所得者区分別状況－構成割合
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Ⅱ－１－２　申告者全体の所得者区分別状況 （男性）－構成割合
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Ⅱ－１－３　申告者全体の所得者区分別状況 （女性）－構成割合
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(3) なお、これを地域別で見ると、営業等所得者について、埼玉及び北関東地域の構成割合

は２８％台で差は見られないが、信越地域ではこれより４％ほど低くなっている。その反

面、農業所得者は埼玉が４％程度であるのに対して、北関東・信越地域では１０％程度と、

地域間の開差が認められる。給与所得者についても、埼玉及び信越地域は２９％台で差は

見られないが、北関東地域ではこれより３％ほど低くなっている。 

   【図Ⅱ－１－４ 所得者区分別状況（埼 玉）－－構成割合参照】 

【図Ⅱ－１－５ 所得者区分別状況（北関東）－－構成割合参照】 

【図Ⅱ－１－６ 所得者区分別状況（信 越）－－構成割合参照】 
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Ⅱ－１－4　所得者区分別状況 （埼玉） －構成割合
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Ⅱ－１－5　所得者区分別状況 （北関東） －構成割合
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Ⅱ－１－6　所得者区分別状況 （信越） －構成割合
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２ 申告納税額の有無による分析 

(1) 抽出した確定申告者の標本１６，６１８件を申告納税額の有無で分類すると、申告納税

額のある者が６，５６５件で３９．５％、申告納税額のない者が２，５７１件で１５．５％、

還付申告者が７，４８２件で４５．０％となっている。これは、関東信越国税局管内に

おける確定申告者全体の状況（申告納税額のある者３６．０％、申告納税額のない者

１４．１％、還付申告者４９．９％）にほぼ近い数値を示していることから、この点から

も抽出された標本は実態にほぼ沿ったものといえる。 

【図Ⅱ－２－１ 所得者区分別の申告状況（全体）参照】 

 

標本の申告納税額の有無による分類 
男性 女性 合計 

  件数 構成比・％ 件数 構成比・％ 件数 構成比・％

申告納税額あり        5,332         42.7       1,233      29.8      6,565 39.5

申告納税額なし        2,009         16.1        562      13.6      2,571 15.5

還付申告        5,140         41.2       2,342      56.6      7,482 45.0

合計       12,481        100.0       4,137     100.0     16,618 100.0

 

Ⅱ－２－１　所得者区分別の申告状況 （全体）
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申告納税額あり 申告納税額なし 還付申告

(2) 標本１６，６１８件を男女別に見ると、申告納税額のある者は男性が５，３３２件で男

性全体の４２．７％、女性が１，２３３件で女性全体の２９．８％となっており、全般的

に男性の方が申告納税額のある者の割合は高くなっている。特に営業等所得者については、

男性が５２．５％、女性が３０．９％、給与所得者については男性が１７．０％、女性が

１０．５％と、男性の方が申告納税額のある者の割合は高い。ただし、他の所得者につい
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ては、男女間にそれほど差は見られない。 

また、申告納税額のない者は、男性全体の１６．１％、女性全体の１３．６％となって

おり、不動産所得者に申告納税額のない女性が多いほかは、男女間にあまり目立った差は

認められなかった。 

一方、還付申告者は男性全体の４１．２％、女性全体の５６．６％となっており、女性

の方が男性より還付申告者の方の割合が高い。特に、営業等所得者については、男性では

１４．８％、女性では３９．２％と、男女間に顕著な差が見られる。 

【図Ⅱ－２－２ 所得者区分別の申告状況（男性）参照】 

【図Ⅱ－２－３ 所得者区分別の申告状況（女性）参照】 

 

Ⅱ－２－２　所得者区分別の申告状況 （男性）
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Ⅱ－２－３　所得者区分別の申告状況 （女性）
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(3) また、申告納税額のある者についてこれを地域別に見ると、営業等所得者及び農業所得

者は埼玉が最も多く、以下、北関東、信越地域の順になっており、特に埼玉の農業所得者

に顕著な傾向が見られる。一方、不動産所得者については地域別の差がほとんど見られな

い。また、還付申告については、地域別の差はあまり見られなかったが、農業所得者につ

いては信越地域の還付申告割合が高い。 

【図Ⅱ－２－４ 所得者区分別の申告状況（埼 玉）参照】 

【図Ⅱ－２－５ 所得者区分別の申告状況（北関東）参照】 

【図Ⅱ－２－６ 所得者区分別の申告状況（信 越）参照】 
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Ⅱ－２－4　所得者区分別の申告状況 （埼玉）
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Ⅱ－２－6　所得者区分別の申告状況 （信越）
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３ 年齢構成 

(1) 抽出した標本の申告者件数１６，６１８件の年代別構成を見ると、各年代の中で６０歳

～６５歳未満の者が１５．６％を占めて最も多く、次いで５５歳～６０歳未満の１１．８％、

６５歳～７０歳未満の１１．７％、５０歳～５５歳未満の１１．４％となっている。従っ

て、これらの合計５０．５％、すなわち確定申告者のほぼ半数は５０歳代から６０歳代で

占められていて、これら年代の者が確定申告の中心をなしていることが分かる。 

【図Ⅱ－３－１ 申告者全体の年齢別構成参照】 

 

Ⅱ－３－１　申告者全体の年齢別構成
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(2) これを男女別に見ると、男性の標本数は女性の約 3 倍と数が多いこともあって、全体的

な傾向とほとんど同じになっているが、30 歳未満の若い年代では、男性の年齢別構成が

５．２％であるのに対して、女性では１４．２％と、男女間で非常に大きな差が見られる

のが特徴的である。 

【図Ⅱ－３－２ 申告者全体の年齢別構成（男性）参照】 

【図Ⅱ－３－３ 申告者全体の年齢別構成（女性）参照】 

 

Ⅱ－３－２　申告者全体の年齢別構成 （男性）
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Ⅱ－３－３　申告者全体の年齢別構成 （女性）
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 (3) 更に、これを地域別に対比して見ると、埼玉、北関東及び信越の三地域ともおおむね似

た年齢構成割合となっているが、埼玉では６０歳～６５歳未満をピークとする年齢構成割

合になっているのに対して、北関東及び信越地域では同様に６０歳～６５歳未満がピーク

となってはいるものの、５５歳～６０歳未満の年代の申告者が少なく、５０歳～５５歳未

満の小ピークとの谷間になっている点で、埼玉とは異なる特徴を示している。これは、後

ほど詳しく紹介するが、営業等所得者のピークが埼玉では５５歳～６０歳未満の年齢層に

あるのに対して、北関東と信越地域ではピークが埼玉より５歳若い５０歳～５５歳未満の

年齢層にあることと、６０歳～６５歳未満にある年金所得者のピークが、埼玉が最も鋭角

的であることなどが複合して起きたものである。また、三地域とも３０歳未満の者の方が

３０歳代の者よりも構成割合が高くなっており、中でも埼玉についてはその比率が他の地

域よりも高くなっている。 

   【図Ⅱ－３－４ 地域別の申告者の年齢構成割合（全体）参照】 

 

Ⅱ－3－４　地域別の申告者の年齢構成割合 （全体）
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 ４ 所得者区分別・年齢別の分析 

抽出した標本全体を所得区分別･年齢別に、その概要を見たい。 

 

Ⅱ－４－１　年齢別の所得者区分の状況 （全体）－申告件数
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Ⅱ－４－２　年齢別の所得者区分の状況 （男性）－申告件数
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Ⅱ－４－３　年齢別の所得者区分の状況 （女性）－申告件数
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(1) 給与所得者 

最も申告件数が多かった給与所得者について見ると、全体的には３０歳未満の若年層の

ところに申告件数の最高水準があり、また、同年齢層ではその大部分を占めている。これ

は、男女ともこの年齢層の給与所得者の申告件数が最も多いことのほか、本稿の随所で述

べているように、この年代に女性の確定申告者（特に還付申告者）が集中していることが

反映したものである。そして申告件数そのものは、３０歳～６０歳未満までほぼ一定の水

準で推移し、その後は減少を続ける。なお、給与所得者の構成比については、６０歳以上

になると年金所得者の急増を反映して急速に減少する。 

これを男女別に見ると、それぞれの年齢構成にかなり大きな差が認められる。まず、男

性の申告件数は３０歳～６０歳未満までほぼ一定の水準で推移し、その後は減少を続けて

いく。ところが女性の申告件数は、３０歳未満の年齢層に非常に鋭いピークがあり、その

後３０歳～５０歳未満までは一定の水準で推移し、５０歳～６０歳未満の年齢層では再び

やや上昇した後、年齢の上昇とともに急速に減少している。また、申告件数の構成割合を

見ても、女性の方が男性より各年齢層とも圧倒的に高い。更に、女性については、結婚や

出産を機会に一旦は離職し、子供が成長した後に再び就労することが多いといわれ、女性

の年齢別就労率がＭ字型を描きがちなことを反映してか、女性の年齢別申告件数の総数自

体も、３５歳～４０歳未満の年代をボトムとする、明瞭なＭ字型が描かれている。 

給与所得者を地域別に見ると、埼玉では３０歳未満の年齢層の申告件数の多さが目を引

くほか、４０歳～４５歳未満をボトムとしたカーブとなっている。一方、北関東地域では

おおむね全体的な傾向とほぼ等しく、信越地域ではむしろ３０歳～６０歳未満の働き盛り

の年齢層においては、その年齢が高くなるほど、給与所得者の申告件数が増える傾向が見

 19



られる。 

 

(2) 営業等所得者 

次に件数が多かった営業等所得者を見ると、全体的には申告件数及び構成割合とも４０

歳代から増加を始め、５０歳～６０歳未満でピークとなり、事業承継が進むと考えられる

６０歳以降から緩やかな減少を続ける。 

これを男女別に見ると、構成割合は、ほぼ各年代において男性の方が女性よりも６％程

度高くなっている。また、男性の営業等所得者の標本件数が全体の７９．２％（５ページ

「標本全体の所得者別・男女別状況」参照）であることから、男性の年代別の申告件数、

構成割合の傾向は、上記全体の傾向と似ているが、女性の申告件数については、男性の傾

向とは幾分異なり、３５歳～４０歳未満まで緩やかに減少を続けた後、４０歳を超えると

増加し始め、５０歳～５５歳未満の年齢層でピークとなる。そして、その後は徐々に減少

している。 

営業等所得者の年齢構成を地域別に見ても、全体的な傾向にほとんど変わりはないが、

申告件数のピークが埼玉では５５歳～６０歳未満にあるのに対して、北関東と信越地域で

は５０歳～５５歳未満がピークになっているほか、信越地域ではこのピークと同年代の給

与所得者の申告件数とが拮抗していることなどが目を引く。構成割合は、各地域とも５０

歳～５５歳未満をピークとする山型になっているが、信越地域では３０歳～６０歳未満の

年齢層まで、３０％前後の一定した構成割合となっている。 

 

(3) 年金所得者 

年金所得者については、納税者が全般的に年金受給年齢に達する６０歳以上になると、

給与所得者に代わって､申告者全体の４０％以上を占めるようになり､この傾向は８０歳

未満の年齢層まで続く。 

男女別に見ると、男性の申告件数は６０歳～６５歳未満のピークの後、ほぼ一定のペー

スで減少を続けていくのに対して、女性は６０歳～６５歳未満のピークの後、６５歳から

７０歳未満の年齢層で急速に減少し、その後は比較的緩やかなペースで減少していく。 

地域的に見ると、全体的な傾向と比較して大きな変化は認められないが、埼玉では６０

歳～６５歳未満に鋭いピークが見られるのに対して、北関東及び信越地域では同年代以降

の変化がなだらかになり、特に信越地域では６０歳～７５歳未満まで、申告件数の水準に

大きな変化が見られない。 

 

 (4) 不動産所得者 

不動産所得者については、親の資産の相続が開始されると考えられる４０歳付近から増

加を始め、申告件数は５５歳～６０歳未満でピークを迎え､その後も高い水準が続く。構

成比自体は年齢の上昇とともに増加し続ける。 
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男女別に見ると、男性の申告件数は、全般的な傾向と比較してほとんど変化が見られな

いのに対して、女性は５５歳～８０歳以上の年齢層まで、ほぼ一定の水準を維持し続けて

いる。このため、男女別の確定申告者に占める不動産所得者は、年齢が高くなるほど、女

性の構成比も高まる傾向が見られる。 

これを地域的に見ると、埼玉ではピークが５５歳～６０歳未満にあるのに対して、北関

東及び信越地域では６５歳から７０歳未満と、１０歳ほど高齢者の方にシフトしているな

ど、申告件数の増加ぶりやピークの年齢層は、地域ごとに幾分か様相が異なっている。 

 

(5) 農業所得者 

最後に農業所得者については､やはり４０歳付近から増加を始めて､申告件数は６０歳

～６５歳未満の年齢層でピークを迎えるが、４０歳～８０歳以上まで、構成比自体は各年

齢階層ともほぼ１０％前後と比較的一定している。 

男女の比較については、男性の農業所得者の標本件数が、５ページの表のように農業所

得者全体の９４．３％を占めている（１，２６２件中 1，１９０件が男性）ため、上記の

農業所得者全体の動向は、男性の農業所得者の姿そのものと解して差し支えないと考えら

れる。 

なお、地域別に見ると、北関東だけは申告件数のピークの年齢が４５歳～５０歳未満と、

全体より１５歳ほど若くなっていることが認められる。 

   【図Ⅱ－４－１ 年齢別の所得者区分の状況（全 体）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－２ 年齢別の所得者区分の状況（男 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－３ 年齢別の所得者区分の状況（女 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－４ 年齢別の所得者区分の状況（全 体）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－５ 年齢別の所得者区分の状況（全 体）－構成割合参照】    

   【図Ⅱ－４－６ 年齢別の所得者区分の状況（男 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－７ 年齢別の所得者区分の状況（男 性）－構成割合参照】 

   【図Ⅱ－４－８ 年齢別の所得者区分の状況（女 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－９ 年齢別の所得者区分の状況（女 性）－構成割合参照】 

【図Ⅱ－４－10 年齢別の所得者区分の状況（埼 玉）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－11 年齢別の所得者区分の状況（埼 玉）－構成割合参照】 

   【図Ⅱ－４－12 年齢別の所得者区分の状況（北関東）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－13 年齢別の所得者区分の状況（北関東）－構成割合参照】 

   【図Ⅱ－４－14 年齢別の所得者区分の状況（信 越）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－４－15 年齢別の所得者区分の状況（信 越）－構成割合参照】 
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Ⅱ－４－４　年齢別の所得者区分の状況 （全体）－申告件数
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Ⅱ－４－５　年齢別の所得者区分の状況 （全体）－構成割合
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Ⅱ－４－６　年齢別の所得者区分の状況 （男性）－申告件数
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Ⅱ－４－７　年齢別の所得者区分の状況 （男性）－構成割合
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Ⅱ－４－８　年齢別の所得者区分の状況 （女性）－申告件数
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Ⅱ－４－９　年齢別の所得者区分の状況 （女性）－構成割合
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Ⅱ－４－10　年齢別の所得者区分の状況 （埼玉）－申告件数
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Ⅱ－４－11　年齢別の所得者区分の状況 （埼玉）－構成割合
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Ⅱ－４－12　年齢別の所得者区分の状況 （北関東）－申告件数
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Ⅱ－４－13　年齢別の所得者区分の状況 （北関東）－ 構成割合
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Ⅱ－４－14　年齢別の所得者区分の状況 （信越）－申告件数
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Ⅱ－４－15　年齢別の所得者区分の状況 （信越）－構成割合
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 ５ 申告納税額の有無別・年齢別の分析 

(1)  抽出した標本全体の申告納税額の有無についての概要は、１０ページの２の(1)で述べた

とおりである。これを年齢別に見ると、申告納税額のある者の構成割合は、３０歳未満の

年齢層が１４．０％で最も少なく、その後は５０歳～５５歳未満の４８．０％まで一貫し

て伸び続け、それ以後は若干の変動があるものの、８０歳未満までは４０％台、８０歳以

上の高齢者は５０％台の水準で推移し続ける。一方、申告納税額のない者の構成割合は、

３０歳未満の若年層では４．０％と少ないものの、年齢の上昇とともにほぼ一貫して増加

し続ける。そして還付申告者については、３０歳未満の若年層が８２．０％と最も構成割

合が高く、年齢の増加とともに減り続け、８０歳以上の高齢者になると１７．４％まで減

少する。 

 

(2)  これを、男女別に見てみたい。１０ページの２の(2)で述べたように、申告納税額のある

者について、男性は男性全体の４２．７％、女性は女性全体の２９．８％を占めているが、

これを年齢別に見ると、６０歳～６５歳未満の年齢層までは、男性の申告納税額のある者

の構成割合が、女性よりおおむね１０％以上高く、それより高齢者になると、この差は縮

小してくる。また、７０歳～７５歳未満の年齢層では、女性の方が申告納税額のある者の

構成割合が高い。 

次に、申告納税額のない者については、男性全体の１６．１％、女性全体の１３．６％

となっており、各年齢別に見ても男女間に特筆すべき差は見られない。 

一方、還付申告者は男性全体の４１．２％、女性全体の５６．６％となっており、申告

納税額のある者とは逆に、６０歳～６５歳未満の年齢層までは、女性の還付申告者の方の

構成割合が男性よりおおむね１０％以上高く、それより高齢者になると、この差はほとん

ど無くなる。なお、男女とも３０歳未満の年齢層に還付申告者の構成割合が最も高く、こ

の年代では男性の７４．０％、女性の９０．８％が還付申告者であった。また、７０歳～

７５歳未満の年齢層を見ると、女性の方が男性より還付申告者の構成割合は小さくなって

いる。 

   【図Ⅱ－５－１ 年齢別の申告状況（全 体）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－５－２ 年齢別の申告状況（全 体）－構成割合参照】 

   【図Ⅱ－５－３ 年齢別の申告状況（男 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－５－４ 年齢別の申告状況（男 性）－構成割合参照】 

   【図Ⅱ－５－５ 年齢別の申告状況（女 性）－申告件数参照】 

   【図Ⅱ－５－６ 年齢別の申告状況（女 性）－構成割合参照】 
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Ⅱ－５－１　年齢別の申告状況 （全体）－申告件数
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Ⅱ－５－２　年齢別の申告状況 （全体）－構成割合
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Ⅱ－５－３　年齢別の申告状況 （男性）－申告件数
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Ⅱ－５－４　年齢別の申告状況 （男性）－構成割合
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Ⅱ－５－５　年齢別の申告状況 （女性）－申告件数
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Ⅱ－５－６　年齢別の申告状況 （女性）－構成割合
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Ⅲ 納税者の申告態様 

 

１ 総論 

(1) この実態調査分析では、３ページの「２標本の抽出」で述べたように、確定申告書の提

出手段を「個別指導」、「集合指導」、「市町村」、「税理士無料」、「郵送窓口」及び

「税理士関与」の６つに区分した上で、確定申告書の提出を行った者がいずれの相談会場

を利用したか、その申告態様に着目して検討を行っている。 

 

(2) 上記(1)の確定申告書の提出手段別に、全体に占める構成割合（以下、「利用率」ともい

う。）に着目して見ると、「個別指導」が２．２％、「集合指導」は１７．４％となって

おり、合わせて１９．６％とほぼ２割の者は、税務署の相談会場を利用して申告書を提出

している。このほか、「市町村」を利用した者は１７．２％、「税理士無料」は４．０％

を占めており、合わせて２１．２％の者は税務署以外のこれらの相談会場を利用して申告

書を提出している。 

    以上の結果、４つの種類の相談会場の利用者は、確定申告書を提出した者全体の約４割

に上っている。 

    一方、「郵送窓口」は３６．３％となっており、自ら申告書を作成して郵送又は税務署の

受付窓口に持参した者は、全体の約３分の１強を占めている。これに税理士へ依頼して申

告した者、すなわち「税理士関与」の２２．９％を加えるとその合計は５９．２％となり、

全体の約６割の者は、相談会場を利用することなく申告書を提出していることになる。 

   【図Ⅲ－１－１ 申告者全体の申告態様－－構成割合参照】 

 

Ⅲ－１－１　申告者全体の申告態様－構成割合
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(3) これを男女別にそれぞれの利用状況を見ると、「個別指導」、「税理士無料」、「税理士関

与」については、男女別の差はほとんど認められないが、「集合指導」と「市町村」につい

ては、女性の利用率の方が男性よりいずれも３％程度高い。その反面、「郵送窓口」の利用

率は、男性の方が４％ほど高くなっている。このように、相談会場を利用した者の割合は、

男性では男性全体の３９．６％、女性では女性全体の４４．２％となっており、女性の方

が相談会場の利用率が男性より幾分か高いことが認められる。 

   【図Ⅲ－１－２ 申告者全体の申告態様（男性）－－構成割合参照】 

   【図Ⅲ－１－３ 申告者全体の申告態様（女性）－－構成割合参照】 

 

Ⅲ－１－２　申告者全体の申告態様 （男性）－構成割合
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Ⅲ－１－３　申告者全体の申告態様 （女性）－構成割合
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２ 年齢別分析 

(1) 抽出した申告者全体の申告態様を、それぞれ年齢別・男女別に見てみたい。まず１６ペ    

ージの３(2)で述べたように、３０歳未満の若年層においては、男性の年齢別構成が５．２％ 

であるのに対して、女性では１４．２％と、男女間で非常に大きな差が見られる。 

また、女性については、１９ページの(1)でも触れたが、結婚や出産を機会に一旦は離職

し、子供が成長した後に再び就労することが多いといわれ、女性の年齢別就労率がＭ字型

を描きがちなことを反映してか、女性の年齢別申告件数も給与所得者の動向を強く反映し

て、３５歳～４０歳未満の年代をボトムとする、明瞭なＭ字型が描かれている。更に５０

歳～６５歳未満でも、女性の年齢別申告件数は小さなＭ字型が観察される。 

一方、男性については、６０歳～６５歳未満の年代を鋭いピークとする、かなり単純な

山型が描かれている。 

 

(2) 次に、抽出した申告者全体の申告態様を、具体的に見てみたい。 

「個別指導」では、７０歳未満の各年代では１～２％台の利用率であったが、７０歳～

７５歳未満では３．２％、８０歳以上では４．７％と高齢者ほど利用率が高くなっている。

これを男女別に比較して見ると、全体的な利用率は男女とも２．２％だが、３０歳～４５

歳未満の年代では男性の方が女性より利用率が高く、逆に４５歳～６０歳未満と７０歳以

上の高齢者は、女性の方が男性より利用率が高い。 

税務署が実施している申告相談のうち「集合指導」については、３０歳未満の利用率が

２９．２％と最も高くなっており、以下、年齢の上昇とともに順次利用率が減少する傾向

を示している。これを男女別に見ると、３５歳未満の年代について、女性の利用率が男性

より５％近く高いのに対して、３５歳以上になると男女間に目立った差は認められなくな

る。 

また、「市町村」の相談会場を利用して申告書を提出した者も、３０歳未満の２６．３％

から５５歳～６０歳未満の１２．５％まで、年齢の上昇とともに順次利用率が減少し、年

金受給年齢に達した６０歳代に２１．５％と一旦増加するものの、６５歳以後はまた減少

するという傾向を示している。これを男女別に見ると、「市町村」は「集合指導」と同様

な傾向が伺え、３０歳未満の若年層では、女性の方の利用率が男性より高いのに対して、

３０歳以上になると男女間に目立った差は認められなくなる。 

更に、自ら申告書を作成して郵送又は税務署の受付窓口に持参した「郵送窓口」の利用

率は、３０歳未満を除いて各年代とも３０数％前後で変動は少ない。男女別に見ると、各

年代に共通して男性の利用率は女性より４％前後高く、特に７０歳を超える高齢者ほど、

その傾向は顕著である。 

最後に「税理士関与」は、５０歳代まで徐々に上昇を続けた後、６０歳代で申告者の全

体的な急増に伴って一旦は減少するものの、７５歳～８０歳未満では３３．３％、８０歳

以上では３７．１％と、不動産所得者に係る「税理士関与」の利用率（８０ページのⅥの
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５の(3)）を反映して、高齢者ほど利用率が高まる傾向にある。これを男女別に見ると、全

体的な利用率は男女とも２３％前後でほぼ等しく、更に６５歳未満は男女間にさほど変化

は見られない。しかし、特に６５歳以上の女性の高齢者については、「税理士関与」の利

用率が男性と比較すると非常に高くなっているのが特徴的である。 

【図Ⅲ－２－１ 年齢別の申告態様（全体）－申告件数参照】 

【図Ⅲ－２－２ 年齢別の申告態様（全体）－構成割合参照】 

【図Ⅲ－２－３ 年齢別の申告態様（男性）－申告件数参照】 

【図Ⅲ－２－４ 年齢別の申告態様（男性）－構成割合参照】 

【図Ⅲ－２－５ 年齢別の申告態様（女性）－申告件数参照】 

【図Ⅲ－２－６ 年齢別の申告態様（女性）－構成割合参照】 
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Ⅲ－２－１　年齢別の申告態様 （全体）－申告件数

44

41

46

45

360

244

203

203

240

307

318

446

276

164

73

54

324

171

169

187

234

247

245

560

331

217

121

51

355

308

355

412

568

745

757

880

718

547

220

172

135

121

154

237

329

508

523

540

474

371

230

188

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

３０歳未満

３０歳～

３５歳～

４０歳～

４５歳～

５０歳～

５５歳～

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

年
齢

申告件数 （ 件 ）

個別

 

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与
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Ⅲ－２－３　年齢別の申告態様 （男性）－申告件数

6

14

16

21

26

19

28

34

41

35

14

18

175

159

153

155

175

220

241

351

236

133

55

37

159

115

127

133

174

178

172

425

279

171

94

41

25

26

24

29

32

35

56

109

88

54

23

14

194

215

272

314

439

559

590

698

601

467

174

140

87

88

117

175

262

386

405

415

371

276

165

126

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

３０歳未満

３０歳～

３５歳～

４０歳～

４５歳～

５０歳～

５５歳～

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

年
齢

申告件数 （ 件 ）

個別

 

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

Ⅲ－２－４　年齢別の申告態様 （男性）－構成割合

0.9

2.3

2.3

2.5

2.3

1.4

1.9

1.7

2.5

3.1

2.7

4.8

2.2

27.1

25.8

21.6

18.7

15.8

15.7

16.2

17.3

14.6

11.7

10.5

9.8

16.7

24.6

18.6

17.9

16.1

15.7

12.7

11.5

20.9

17.3

15.1

17.9

10.9

16.6

3.9

4.2

3.4

3.5

2.9

2.5

3.8

5.4

5.4

4.8

4.4

3.7

4.1

30.0

34.8

38.4

38.0

39.6

40.0

39.5

34.4

37.2

41.1

33.1

37.2

37.4

13.5

14.3

16.5

21.2

23.6

27.6

27.1

20.4

23.0

24.3

31.4

33.5

23.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

３０歳未満

３０歳～

３５歳～

４０歳～

４５歳～

５０歳～

５５歳～

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

全体

年
齢

申告件数の構成割合 （ ％ ）

個別

 

 37



Ⅲ－２－５　年齢別の申告態様 （女性）－申告件数
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Ⅳ 青色申告者の申告態様 

 

１ 総論 

抽出した青色申告者全体の申告態様を見ると、「個別指導」の利用率は１．２％、「集合

指導」５．４％、「市町村」０．８％、「税理士無料」２．３％となっており、これらを合わ

せた９．７％の者は相談会場を利用して申告書を提出している。 

一方、「税理士関与」は４８．３％、また、「郵送窓口」は４１．９％となっており、合わ

せて９０．２％と、大部分の者は、自らあるいは税理士を通じて申告を行っている。 

なお、上記相談会場を利用した青色申告者がそれぞれに占める割合は、「個別指導」

１２．１％、「集合指導」７．０％、「市町村」１．１％、「税理士無料」１３．１％となって

いる。 

【図Ⅳ－１－１ 青色申告者の申告態様－－構成割合参照】 

【図Ⅳ－１－２ 申告態様別の青白区分の状況参照】 
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２ 年齢別分析 

抽出した青色申告者全体の申告件数を年齢別に見ると、５５歳～６０歳未満の年齢層が最

も多く、４５歳から６０歳代が中心をなしている。 

   こうした年齢層が中心になっている青色申告者全体の申告態様を年齢別に見ると、「個別

指導」は、３０歳未満では４．８％、３０歳～３５歳未満では３．８％となっており、３５

歳以上の各年代が１％前後の利用率であるのと比較すると、若い年代ほど利用率が高い。 

   また、「集合指導」でも、３０歳未満では１１．９％、３０歳～３５歳未満では１３．５％

となっており、３５歳以上の各年代が４～７％前後の利用率であるのと比較すると、「個別指

導」と同様に若い年代ほど利用率が高い。 

「税理士関与」は、３５歳以上を境にして、年齢の上昇とともに利用率の増加が見られる

が、特に、６５歳以上の高年齢層では、過半数を超える５０％以上の利用率を示している。 

また、自ら申告書を作成して郵送又は税務署の受付窓口に持参した「郵送窓口」の利用率

は、６５歳～７０歳未満及び７５歳以上を除いて各年代とも４０％台を示している。 

【図Ⅳ－２－１ 青色申告者の年齢別申告態様（全体）－申告件数参照】 

【図Ⅳ－２－２ 青色申告者の年齢別申告態様（全体）－構成割合参照】 
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Ⅳ－２－１　青色申告者の年齢別申告態様 （全体）－申告件数
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Ⅴ 白色申告者の申告態様 

 

１ 総論 

抽出した白色申告者全体の申告態様を見ると、「個別指導」の利用率は２．５％、「集合

指導」２０．８％、「市町村」２１．９％、「税理士無料」４．５％となっており、合わせて

４９．７％と、ほぼ半数の者は、これらの相談会場を利用して申告書を提出している。これ

は、青色申告者が前記Ⅳの１で述べたように約１割の利用率であったのと比較すると、約５

倍に達し、際立った対比を示している。 

一方、「税理士関与」１５．６％、また、「郵送窓口」３４．７％となっており、合わせて

５０．３％と、これも、ほぼ半数の者は、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出してい

る。これは、青色申告者が前記Ⅳの１で述べたように、約９割の利用率であったことと比較

すると４割程度低い利用率になっているが、その理由としては、白色申告者の場合には「税

理士関与」割合が青色申告者の約３分の１程度であり、これがそのままの形で差になって表

れているといえる。 

【図Ⅴ－１ 白色申告者の申告態様－－構成割合参照】 

 

（参考） 
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２ 年齢別分析 

抽出した白色申告者全体の申告件数を年齢別に見ると、６０歳～６５歳未満の年齢階層が

最も多く、５０歳から６０歳代が中心をなしてはいるが、白色申告者には給与所得者が多数

含まれることもあり、青色申告者と違い４０歳以下の者もおしなべて多い。 

【図Ⅴ－２－１ 白色申告者の年齢別申告態様（全体）－申告件数参照】 
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また、白色申告者全体の申告態様を年齢別に見ると、「個別指導」は、７０歳～７５歳未満

が３．９％、７５歳～８０歳未満が３．８％、８０歳以上が６．６％となっており、７０歳

未満の各年代が１～２％前後であるのと比較すると、高齢者ほど利用率が高くなっており、

この点において若い年代の利用率が高かった青色申告者とは全く正反対の傾向を示している。 

また、「集合指導」では、３０歳未満が２９．８％で最も利用率が高く、以後７５歳～８０

歳未満（１２．５％）の年代に至るまで、年齢の上昇とともに順次なだらかな減少傾向を示

している。 

更に、「市町村」については、３０歳未満が２７．２％と利用率が高く、以後５５歳～６０

歳未満（１７．９％）の年代に至るまで年齢の上昇とともに利用率がほぼ順次減少し、年金

受給年齢に達した６０歳代に２７．２％と一旦急増するものの、６５歳代以後はまた減少す

るという傾向を示している。しかし、これらの「個別指導」、「集合指導」及び「市町村」の

利用者に、各年代とも３～５％の利用率を示している「税理士無料」を更に加えると、白色
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申告者の場合、年齢に関係なく４割ないしは６割の者がこれらいずれかの相談会場を利用し

て申告書を提出している。 

これは、白色申告者の場合には、前記Ⅱの１で述べたとおり、申告者全体の２８．３％を

占める給与所得者や１８．６％を占める年金所得者などが含まれているため、継続申告者が

ほとんどである青色申告者とは違って、これら給与所得者や年金所得者の相談会場利用が、

後記Ⅶの３の(1)及び４の(1)で述べるとおり、約６割若しくは５割半ばの高い利用率を示して

いることが大きな要因と考えられる。 

なお、「郵送窓口」については、ほぼ各年代で３０％台の利用率を示しており、白色申告者

で自ら申告書を作成して郵送又は税務署の受付窓口に持参した者は、青色申告者の場合と同

様で年齢層による偏りは特段認められない。 

【図Ⅴ－２－２ 白色申告者の年齢別申告態様（全体）－構成割合参照】 

 

Ⅴ－２－２　白色申告者の年齢別申告態様 （全体）－構成割合
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Ⅵ 申告態様別の申告状況 

 

１ 個別指導 

(1) 申告者全体の申告態様にも見られるように（３２ページの図Ⅲ－１－１）、関東信越国税

局管内における「個別指導」は、利用者全体の２％程度と、ごく少数である。 

この「個別指導」の利用率が最も高かったのは給与所得者（２５．１％）であり、「個別

指導」を利用した者全体の約４分の１を占めている。以下、続いて、年金所得者（２１．

８％）、不動産所得者（１５．４％）、営業等所得者（１３．２％）、農業所得者（１１．６％）

の順となっている。 

【図Ⅵ－１－１ 個別指導による所得者区分の状況参照】 

  

Ⅵ－１－１　個別指導による所得者区分の状況
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(2) 「個別指導」を利用して申告書を提出した者を地域別（年齢別）に見ると、埼玉及び信

越地域は、年齢の上昇とともに利用率が高まる傾向が見られ、ほぼ７０歳前後に、そのピ

ークを迎えている。一方、北関東地域は、各年代とも１０％前後と、ほぼ一定した利用率

となっている。 

【図Ⅵ－１－２ 地域別の申告者の年齢構成割合（個別指導）参照】 

 

Ⅵ－１－２　地域別の申告者の年齢構成割合 （個別指導）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

３０歳未満 ３０歳～ ３５歳～ ４０歳～ ４５歳～ ５０歳～ ５５歳～ ６０歳～ ６５歳～ ７０歳～ ７５歳～ ８０歳～

年齢

構
成
割
合
 

（
％

）

埼玉 北関東 信越

 

(3) 「個別指導」を利用して申告書を提出した者を年齢別に見ると、最も利用率が高かった

給与所得者では、３０歳未満が６０．０％、３０歳～３５歳未満が４１．２％、３５歳～

４０歳未満が７２．２％と、これらの年代の申告者数が多いことを反映して比較的若い年

代層に偏っている。 

これと対照的に、次に利用率が高かった年金所得者の場合では、６０歳～６５歳以上が

４１．５％で、以後の年代でも申告者数の多さを反映して高い利用率を示しており、「個別

指導」を受けている高年齢層の約半数近くは、年金所得者で占められていることが分かる。 

また、営業等所得者では、３０歳未満が２６．７％、３０歳～３５歳未満が

２９．４％と若い年代での利用率が高く、次に５０歳代が２０％程度で高い利用率を示し

ているが、各年代によって利用率にバラツキがあり、まちまちである。 

【図Ⅵ－１－３ 年齢別の所得者区分の状況（個別指導）－申告件数参照】  

【図Ⅵ－１－４ 年齢別の所得者区分の状況（個別指導）－構成割合参照】  
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Ⅵ－１－３　年齢別の所得者区分の状況 （個別指導）－申告件数
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Ⅵ－１－４　年齢別の所得者区分の状況 （個別指導）－構成割合
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(4) 「個別指導」を利用して申告書を提出した者（全体）の構成は、申告納税額のある者が

４５． ２％、還付申告者が３６．１％、申告納税額のない者が１８．７％となっている。 

また、申告納税額のある者の割合は、不動産所得者が６６．１％と最も高く、これに続

いて、営業等所得者（５４．２％）、農業所得者（４７．６％）、年金所得者（４０．５％）、

給与所得者（２７．５％）の順になっている。 

そして、最も「個別指導」の利用率が高かった給与所得者の場合、全体の７割近い６８．

１％の者が還付申告者であり、次順位の年金所得者も、その３９．２％は還付申告者であ

った。 

なお、申告納税額のない者では、農業所得者が３３．３％で他の所得者よりもその割合

が最も高く、次いで営業等所得者（２９．２％）となっている。 

【図Ⅵ－１－５ 所得者区分別の申告状況（個別指導）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－１－６ 所得者区分別の申告状況（個別指導）－構成割合参照】 
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Ⅵ－１－５　所得者区分別の申告状況 （個別指導）－申告件数
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Ⅵ－１－６　所得者区分別の申告状況 （個別指導）－構成割合
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２ 集合指導 

(1) 確定申告者の自書作成が浸透してきたことや、タッチパネルによる確定申告書の作成が

普及してきたため、１人の税務署員が複数の確定申告者と同時に対応して申告相談を行う

方式の「集合指導」は、３２ページの図Ⅲ－１－１でも見られるように、税務署の申告相

談の中心的役割を占めている。この｢集合指導｣については、これから詳しく述べてみたい。 

「集合指導」の利用率が最も高かったのは給与所得者（４６．５％）で、｢集合指導｣を

利用して申告した者全体のほぼ半数を占めている。これに続いて、年金所得者（１９．９％）、

営業等所得者（１９．１％）、不動産所得者（８．２％）、農業所得者（４．０％）の順に

なっている。 

【図Ⅵ－２－１ 集合指導による所得者区分の状況参照】 

 

Ⅵ－２－１　集合指導による所得者区分の状況
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(2) これを男女別に比較してみたい。まず、男女別に利用率を見ると、「集合指導」利用者の

最大グループである給与所得者は、男性が男性全体の４１．９％、女性が女性全体の５８．

６％と、女性の方が約１７％高い。その反面、年金所得者では男性が２２．２％、

女性が１３．７％、農業所得者では男性が５．１％、女性が１．０％と、男性の

方がかなり高くなっている。営業等所得者と不動産所得者についても男性の利用率が高い

が、年金所得者や農業所得者ほど大きな差は男女間に認められなかった。 

【図Ⅵ－２－２ 集合指導による所得者区分の状況（男性）参照】 

【図Ⅵ－２－３ 集合指導による所得者区分の状況（女性）参照】 
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Ⅵ－２－２　集合指導による所得者区分の状況 （男性）
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Ⅵ－２－３　集合指導による所得者区分の状況 （女性）

不動産
7.4%

給与
58.6%

年金
13.7%

その他
2.6%

営業等
16.7%

農業
1.0%

 

(3) また、地域別に見ると、埼玉では給与所得者の割合が最も高く、「集合指導」の利用者の

半数に当たる５０．４％を占めている。これに信越地域（４６．２％）、北関東地域（４

１．０％）が続いている。埼玉と北関東地域との間に、１０％近い差があることが目を引

く。また、営業等所得者と年金所得者については、地域間に目立った格差は見られない。

一方、不動産所得者と農業所得者を見ると、いずれも埼玉の割合が低く、北関東及び信越

地域の方が高い。特に、農業については顕著で、埼玉が１．７％で最も低く、北関東（５．

４％）、信越（６．８％）の順に高くなっている。  

【図Ⅵ－２－４ 集合指導による所得者区分の状況（埼 玉）参照】 

【図Ⅵ－２－５ 集合指導による所得者区分の状況（北関東）参照】 

【図Ⅵ－２－６ 集合指導による所得者区分の状況（信 越）参照】 
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Ⅵ－２－4　集合指導による所得者区分の状況 （埼玉）
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Ⅵ－２－5　集合指導による所得者区分の状況 （北関東）
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Ⅵ－２－6　集合指導による所得者区分の状況 （信越）
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(4) 「集合指導」を利用して申告書を提出した者を地域別（年齢別）に見ると、三地域とも

各年代においてほぼ似た傾向を示しているが、埼玉では、北関東・信越地域と比べて若い

世代の利用者と６０歳代の利用者が多い反面、４０歳代の利用者は少なくなっている。 

   【図Ⅵ－２－７ 地域別の申告者の年齢構成割合（集合指導）参照】 

 

Ⅵ－２－7　地域別の申告者の年齢構成割合 （集合指導）
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(5) 「集合指導」を利用して申告書を提出した者を年齢別に見ると、最も利用率が高かった

給与所得者では、３０歳未満では全体の８７．２％と、その大部分を占めており、５５歳

～６０歳未満でも「集合指導」のほぼ半数である４７．３％を占めている。 

これと対照的に、次に利用率が高かった年金所得者の場合では、年金支給開始直後の６

０歳～６５歳以上が５２．７％となっている。以後の年代でも、申告者数の多さを反映し

て高い利用率を示しており、「個別指導」と同様、「集合指導」を受けている高年齢層の約

半数以上の者は年金所得者で占められていることが分かる。 

また、営業等所得者では、これも申告者数が多い世代である４０歳代～５０歳代が約３

割近い利用率を示している。 

【図Ⅵ－２－８ 年齢別の所得者区分の状況（集合指導）－申告件数参照】  

   【図Ⅵ－２－９ 年齢別の所得者区分の状況（集合指導）－構成割合参照】 
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Ⅵ－２－8　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導）－申告件数
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Ⅵ－２－9　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導）－構成割合
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(6) これを、更に地域別に見てみたい。まず、営業等所得者について、埼玉の構成比のピー

クは５５歳～６０歳未満で３１．３％、北関東地域は５０歳～５５歳未満で３６．４％、

信越地域は４０歳～４５歳未満で３７．２％と､地方ほど構成比のピークは若くなる傾向が

顕著に見られる。また、埼玉では、ピークの後､「集合指導」の利用者の構成比が急激に減

少するのに対して、他の２地域は徐々に減少していく。農業所得者の場合、その申告件数

の 少 な さ を 反 映 し て 、 全 体 的 な 構 成 割 合 は 低 く な

っているが、埼玉及び信越地域のピークは７０歳～７５歳未満で６．５％と

１９．１％、北関東地域は７５歳～８０歳未満で１８．２％と、いずれの地域でも、｢集合

指導｣に占める高齢の農業所得者の割合は高い。 

不動産所得者について見ると、埼玉及び信越地域では７５歳から８０歳未満の者の構成

比が３０％以上となっているのに対して、北関東地域では１０％台となっている。ただし、

北関東地域では、４０歳代からの構成割合が１０％を超える年代が多く、ミドル層の｢集合

指導｣利用者が多いのが特徴的である。 

次に給与所得者については、三地域とも３０歳未満の若年層から５５歳～６０歳未満ま

で、どの年齢階層をとっても､そのかなりの部分を占めているが、年齢の上昇とともに､構

成比そのものは減少し、特に年金支給が本格化する６０歳から６５歳未満からは激減する。

最後に､年金所得者について、｢集合指導｣に占める年金所得者の割合は、三地域ともほぼ同

水準にあるが、高齢者に限ると、埼玉と北関東地域は信越地域よりかなり高くなっている。 

【図Ⅵ－２－10 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・埼 玉）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－11 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・埼 玉）－構成割合参照】 

【図Ⅵ－２－12 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・北関東）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－13 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・北関東）－構成割合参照】 

【図Ⅵ－２－14 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・信 越）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－15 年齢別の所得者区分の状況（集合指導・信 越）－構成割合参照】 
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Ⅵ－２－10　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・埼玉）－申告件数
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Ⅵ－２－11　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・埼玉）－構成割合

12.9

14.7

13.3

24.1

27.6

28.1

31.3

13.3

13.9

14.5

3.4

5.9

18.2

4.1

3.3

6.5

3.4

2.3

3.8

3.8

8.0

7.2

11.1

6.9

9.8

11.3

31.0

35.3

6.9

85.1

80.6

81.0

67.1

60.9

56.8

47.2

17.0

11.5

4.8

10.3

5.9

50.4

55.0

61.5

61.3

51.7

52.9

19.6

2.3

3.8

3.4

6.5

8.3

3.7

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

３０歳未満

３０歳～

３５歳～

４０歳～

４５歳～

５０歳～

５５歳～

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

全体

年
　
齢

申告件数の構成割合 （ ％ ）

その他

 

営業等 農業 不動産 給与 年金

 

 57



Ⅵ－２－12　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・北関東）－申告件数
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Ⅵ－２－13　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・北関東）－構成割合
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Ⅵ－２－14　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・信越）－申告件数
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Ⅵ－２－15　年齢別の所得者区分の状況 （集合指導・信越）－構成割合
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(7) この「集合指導」を利用して確定申告書を提出した者は、全体では還付申告者が５９．

９％、申告納税額のある者が２７．７％、申告納税額のない者が１２．４％となっており、

還付申告者が利用者全体の約６割を占めている。 

そして、最も「集合指導」の利用率が高かった給与所得者の場合、その大部分に当たる

８７．１％が還付申告者であり、次順位の年金所得者も５５．２％の者が還付申告者であ

る。 

また、申告納税額のある者では、不動産所得者が６４．７％で、他の所得者よりもその

割合が最も高く、以下、農業所得者（５５．７％）、営業等所得者（４５．０％）、年金所

得者（３０．８％）、給与所得者（１０．４％）の順になっている。 

なお、申告納税額のない者では、営業等所得者３１．４％で他の所得者よりもその割合

が最も高く、次いで農業所得者（２６．１％）となっている。 

【図Ⅵ－２－16 所得者区分別の申告状況（集合指導）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－17 所得者区分別の申告状況（集合指導）－構成割合参照】 
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Ⅵ－２－16　所得者区分別の申告状況 （集合指導）－申告件数
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(8) これを更に地域別に見てみたい。ここでは、主に申告納税額のある者について検討した

い。 

  まず、営業等所得者であるが、申告納税額のある者は、埼玉が３９．５％で最も低く、

北関東４７．２％、信越５３．１％というように、地方になるほど｢集合指導｣を利用した

営業等所得者の中で、申告納税額のある者の割合が高くなる。 

これとは対照的に農業所得者について申告納税額のある者は、埼玉が７７．３％で最も

高く、北関東５９．２％、信越４０．９％というように、地方ほど申告納税額のある者の

割合が低くなる傾向が顕著に表れている。 

不動産所得者で申告納税額のある者は、埼玉が６３．０％、北関東６９．８％、信越６

０．０％というように、各地域とも６０％台であるが、北関東地域にやや高い傾向が見ら

れる。 

給与所得者で申告納税額のある者を見ると、埼玉が７．０％で最も低く、北関東１２．

６％、信越１５．４％というように、地方になるほど申告納税額のある者の割合が高くな

る傾向が伺える。一方、還付申告者については、埼玉が９０．６％で最も高く、北関東８

５．５％、信越８１．３％と、都市部ほど還付申告者の割合が高くなる傾向が伺える。 

最後に、年金所得者で申告納税額のある者を見ると、埼玉が２５．７％で最も低く、北

関東３７．５％、信越３１．４％と、北関東地域の構成割合が最も高い。一方、還付申告

者は、埼玉が５８．６％で最も高く、以下、北関東５２．６％、信越５２．１％と続いて

おり、都市部ほど還付申告割合が高くなる傾向が伺える。また、「集合指導」を利用した給

与所得者及び年金所得者の半数以上が、還付申告者である。 

【図Ⅵ－２－18 所得者区分別の申告状況（集合指導・埼 玉）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－19 所得者区分別の申告状況（集合指導・埼 玉）－構成割合参照】 

【図Ⅵ－２－20 所得者区分別の申告状況（集合指導・北関東）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－21 所得者区分別の申告状況（集合指導・北関東）－構成割合参照】 

【図Ⅵ－２－22 所得者区分別の申告状況（集合指導・信 越）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－２－23 所得者区分別の申告状況（集合指導・信 越）－構成割合参照】 
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Ⅵ－２－１8　所得者区分別の申告状況 （集合指導・埼玉）－申告件数
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Ⅵ－２－20　所得者区分別の申告状況 （集合指導 ・北関東）－申告件数
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Ⅵ－２－22　所得者区分別の申告状況 （集合指導・信越）－申告件数
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３ 市町村 

(1) 「市町村」の利用率が最も高かったのは給与所得者（４１．８％）であり、「市町村」利

用者全体の４割以上を占めている。以下、年金所得者（２９．１％）、農業所得者（１６．

８％）、営業等所得者（６．１％）、不動産所得者（４．９％）の順となっている。これを

「集合指導」と比較すると、営業等所得者のウェイトが低い反面、農業及び年金所得者の

ウェイトがかなり高くなっている。 

【図Ⅵ－３－１ 市町村による所得者区分の状況参照】 

 

Ⅵ－３－１　市町村による所得者区分の状況

農業
16.8%

営業等
6.1%

その他
1.3%

年金
29.1%

給与
41.8%

不動産
4.9%

 

 66



(2)「市町村」を利用して申告書を提出した者を地域別（年齢別）に見ると、「集合指導」と

同様の傾向が見られる。すなわち、三地域とも各年代においてほぼ似た傾向を示している

が、埼玉では、北関東・信越地区と比べ若い世代の利用者と６０歳代の利用者が多い反面、

４０歳代の利用者は少ない。 

    【図Ⅵ－３－２ 地域別の申告者の年齢構成割合（市町村）参照】 

 

Ⅵ－３－２　地域別の申告者の年齢構成割合 （市町村）
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(3) 「市町村」を利用して申告書を提出した者を年齢別に見ると、最も利用率が高かった給

与所得者では、若い年代層からミドル層の申告者数が多いことを反映して、「個別指導」や

「集合指導」の場合と同様、３０歳未満（９２．９％）から５５歳～６０歳未満（５１．

０％）の各年代まで、大部分を占めている。 

また、次に利用率が高かった年金所得者の場合では、６０歳～６５歳未満が

６０．９％と高い利用率を示しているほか、以後の年齢層でも同じように６０％以上の高

い利用率を示しているなど、「市町村」を利用している高年齢層の約半数以上の者は年金所

得者で占められている。 

更に、営業等所得者は、５０歳～５５歳未満が１１．８％で最も高い利用率を示してお

り、各年代の中では４０歳から５０歳代の利用率が高い。 

【図Ⅵ－３－３ 年齢別の所得者区分の状況（市町村）－申告件数参照】 

   【図Ⅵ－３－４ 年齢別の所得者区分の状況（市町村）－構成割合参照】 
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Ⅵ－３－３　年齢別の所得者区分の状況 （市町村）－申告件数
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Ⅵ－３－４　年齢別の所得者区分の状況 （市町村）－構成割合
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(4) 「市町村」を利用して申告書を提出した者（全体）は、還付申告者が６９．７％、申告

納税額のある者が２４．０％、申告納税額のない者が６．３％となっており、還付申告者

が全体の約７割を占め、「集合指導」より１０％程度還付申告者のウェイトが高い。 

そして、最も「市町村」の利用率が高かった給与所得者の場合、その大部分に当たる８

９．８％が還付申告者であり、次順位の年金所得者も、その６９．４％が還付申告者であ

る。 

また、申告納税額のある者では、不動産所得者が６７．１％で、他の所得者よりもその

割合が最も高く、以下、営業等所得者（４１．７％）、農業所得者（４１．２％）、年金所

得者（２４．１％）、給与所得者（９．３％）の順になっている。 

なお、申告納税額のない者では、営業等所得者が２４．６％で他の所得者よりもその割

合が最も高く、次いで農業所得者（１１．４％）となっている。 

【図Ⅵ－３－５ 所得者区分別の申告状況（市町村）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－３－６ 所得者区分別の申告状況（市町村）－構成割合参照】 
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Ⅵ－３－５　所得者区分別の申告状況 （市町村）－申告件数
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４ 郵送窓口 

(1) 納税者自身が確定申告書を作成し、「郵送窓口」を利用して提出した割合が最も高かった

のは営業等所得者（３８．７％）であり、利用者全体の約４割を占めていることはかなり

特徴的と言えよう。以下、給与所得者（２２．９％）、年金所得者（１８．５％）、不動産

所得者（１２．２％）、農業所得者（５．０％）の順となっている。 

【図Ⅵ－４－１ 郵送窓口による所得者区分の状況参照】 

 

Ⅵ－４－１　郵送窓口による所得者区分の状況

農業
5.0%

営業等
38.7%

その他
2.7%

年金
18.5%

給与
22.9%

不動産
12.2%

 

 72



(2) 「郵送窓口」を利用して申告書を提出した者を地域別（年齢別）に見ると、５５歳～６

０歳未満の利用者が、埼玉と北関東・信越地域とでは逆の動きを見せているほかは、三地

域とも各年代を通じてほぼ似た傾向を示している。 

   【図Ⅵ－４－２ 地域別の申告者の年齢構成割合（郵送窓口）参照】 

 

Ⅵ－４－２　地域別の申告者の年齢構成割合 （郵送窓口）
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(3) 「郵送窓口」を利用して申告書を提出した者を年齢別に見ると、最も利用率が高かった

営業等所得者では、３０歳代の若い年代から徐々に利用率が増加し、５０歳代は５４．６％

と、全体の半分以上を占めている。これは、年代別の申告件数の多さとほぼ比例している。 

また、次に利用率が高かった給与所得者の場合は、３０歳未満（６７．６％）から５５

歳～６０歳未満（２０．６％）の年代まで、年齢の上昇とともに順次減少しており、これ

も年代別の申告者数の多さとほぼ比例している。 

更に年金所得者の場合では、６０歳～６５歳以上が３８．０％、以後８０歳未満までの

各年代では５０％前後と、これら年代の申告者数の多さを反映して高い利用率を示してお

り、「郵送窓口」を利用している高年齢層の約半数近くの者は年金所得者で占められている。 

【図Ⅵ－４－３ 年齢別の所得者区分の状況（郵送窓口）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－４－４ 年齢別の所得者区分の状況（郵送窓口）－構成割合参照】 
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Ⅵ－４－３　年齢別の所得者区分の状況 （郵送窓口）－申告件数
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(4) この「郵送窓口」を利用して自ら申告書を提出した者（全体）は、還付申告者が３９．

３％、申告納税額のある者が４１．５％、そして申告納税額のない者が１９．

１％となっている。 

そして、「郵送窓口」を利用した給与所得者の場合、その８割近い７７．９％が還付申告

者であり、年金所得者にあっては、その約半数の４７．２％が還付申告者である。 

また、申告納税額のある者では、不動産所得者が６７．９％で、他の所得者よりもその

割合が最も高く、以下、農業所得者（５１．６％）、営業等所得者（４７．３％）、年金所

得者（３７．７％）、給与所得者（１９．１％）の順になっている。 

なお、申告納税額のない者では、営業等所得者が３２．９％で、他の所得者よりもその

割合が最も高く、次いで農業所得者（２６．０％）の順となっている。 

【図Ⅵ－４－５ 所得者区分別の申告状況（郵送窓口）－申告件数参照】 

【図Ⅵ－４－６ 所得者区分別の申告状況（郵送窓口）－構成割合参照】 
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Ⅵ－４－５　所得者区分別の申告状況 （郵送窓口）－申告件数
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 ５ 税理士関与 

(1)  「税理士関与」の利用率が最も高かったのは不動産所得者（３６．４％）であり、次い

で営業等所得者（３４．７％）となっており、ほぼ拮抗した利用率となっている。そして、

これに農業所得者（７．６％）を加えた７８．７％、すなわち税理士に依頼して申告書を

提出している者の８割は、事業又は業務を営んでいる者で占められている。 

    以下、給与所得者（１２．０％）、年金所得者（６．６％）の順となっている。 

    【図Ⅵ－５－１ 税理士関与による所得者区分の状況参照】 

 

Ⅵ－５－１　税理士関与による所得者区分の状況
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(2) 「税理士関与」で税理士を通じて申告書を提出した者を地域別（年齢別）に見ると、「郵

送窓口」と同様に、三地域とも各年代においてほぼ似た傾向を示しているが、４０歳代の

利用者が埼玉で低いことと、５５歳～６０歳未満の利用者について、埼玉と北関東・信越

地域とでは逆の動きを見せていることが特徴的である。 

    【図Ⅵ－５－２ 地域別の申告者の年齢構成割合（税理士関与）参照】 

 

Ⅵ－５－２　地域別の申告者の年齢構成割合 （税理士関与）
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(3) 「税理士関与」で税理士を通じて申告書を提出した者を年齢別に見ると、最も利用率が

高かった不動産所得者では、３０歳代の若い年代から始まり、親からの資産の相続が始ま

ると考えられる４０歳代後半に急激な伸びを見せ、８０歳以上の年代に至るまで、高い水

準が続く。更に、不動産所得者については、年代別の申告件数の推移とほぼ比例する形で、

年齢の上昇に伴って「税理士関与」の利用率も上昇している。特に７５歳以上の年代から

は、５０％以上の高い割合を占めている。 

     また、次に「税理士関与」の利用率が高かった営業等所得者では、３０歳～３５歳未満

（４１．３％）から６０歳～６５歳未満（３６．７％）の年代までは利用率に大きな変動

は見られず、一様に４０％前後の高い割合を占めている。そして６５歳以上の年代からは、

年齢の上昇とともに、申告者数の減少にほぼ比例して利用率も減少している。 

     更に、給与所得者の場合、３０歳未満が４６．７％と申告者件数に比例してほぼ過半数

を占める高い利用率を示しており、以後、年代の上昇とともに利用率も減少している。そ

して、年金受給年齢に達した６０歳以上からは、給与所得者に代わって年金所得者の利用

率が１０％を超えるようになっている。 

    【図Ⅵ－５－３ 年齢別の所得者区分の状況（税理士関与）－－申告件数参照】 

    【図Ⅵ－５－４ 年齢別の所得者区分の状況（税理士関与）－－構成割合参照】 
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Ⅵ－５－３　年齢別の所得者区分の状況 （税理士関与）－申告件数
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Ⅵ－５－４　年齢別の所得者区分の状況 （税理士関与）－構成割合
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(4) 最後に、税理士を通じて申告書を提出した者（全体）のうち、申告納税額のある者は５

８．７％、還付申告者が２２．５％、申告納税額のない者が１８．７％となっており、申

告納税額のある者のウェイトが「集合指導」や「郵送窓口」と比較すると、かなり高い。 

     「税理士関与」のうち申告納税額のある者では、不動産所得者が７５．８％で最も高い

割合を示しており、以下、農業所得者（７０．５％）、年金所得者（５３．０％）、営業等

所得者（５０．９％）、給与所得者（２８．８％）の順になっている。 

     また、給与所得者の場合はその６４．０％、年金所得者の場合はその２８．３％が還付

申告者である。 

   なお、申告納税額のない者では、営業等所得者が３１．５％で他の所得者よりもその割

合が最も高く、以下、年金所得者（１８．７％）、農業所得者（１７．４％）、不動産所得

者（１０．８％）、給与所得者（７．２％）の順となっている。 

    【図Ⅵ－５－５ 所得者区分別の申告状況（税理士関与）－－申告件数参照】 

    【図Ⅵ－５－６ 所得者区分別の申告状況（税理士関与）－－構成割合参照】 
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Ⅵ－５－５　所得者区分別の申告状況 （税理士関与）－申告件数
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Ⅶ 所得者区分別の申告態様 

 

１ 営業等所得者 

(1) 営業等所得者の申告態様を見ると、「郵送窓口」の利用率が５１．４％で最も高く、営

業等所得者全体の半数以上を占めている。これに「税理士関与」の２９．１％を加えた８

０．５％の者は、相談会場を利用することなく、自らあるいは税理士を通じて申告書を提

出している。 

      以下、「集合指導」１２．１％、「市町村」３．９％、「税理士無料」２．５％、「個別指

導」１．１％の順で利用されている。これらの合計１９．６％、すなわち営業等所得者の

うち約２割の者は各種の相談会場を利用して申告書を提出していることとなる。 

    【図Ⅶ－１－１ 営業等所得者の申告態様参照】 

 

Ⅶ－１－１　営業等所得者の申告態様
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なお、営業等所得者の申告態様を地域別に細分化して見ると、 

① 埼玉では、「個別指導」の利用率は０．９％、「集合指導」は１３．５％、「市町村」は

２．３％、「税理士無料」は０．９％で、合計１７．６％の者が、これらの相談会場を利

用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」は５４．１％、「税理士関与」は２８．３％となっており、合わせ

て８２．４％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

② 北関東地域では、「個別指導」の利用率は１．４％、「集合指導」は１２．７％、「市町

村」は４．８％、「税理士無料」は４．２％となっており、合計２３．１％の者が、これ

らの相談会場を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」は４６．９％、「税理士関与」は２９．９％となっており、合計７

６．８％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 
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③ 信越地域では、「個別指導」の利用率は０．８％、「集合指導」は９．３％、「市町村」

は５．０％、「税理士無料」は２．７％となっており、合計１７．８％の者が、これらの

相談会場を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」は５３．０％、「税理士関与」は２９．２％となっており、合計８

２．２％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

以上のとおり、４つの相談会場の利用率は、埼玉・北関東・信越地域ともそれぞれ同じ

ように約２割程度であるが、これをそれぞれの会場ごとに対比して見ると、埼玉・北関東

地域では、「個別指導」と「集合指導」会場の利用率が信越地域よりも高く、北関東・信越

地域では「市町村」と「税理士無料」会場の利用率が埼玉よりも高い。 

また、「郵送窓口」の利用率は、埼玉が５４．１％、次いで信越地域が５３．０％となっ

ており、北関東地区だけが６～７％低くなっている。 

いずれにしても、各地域とも「郵送窓口」と「税理士関与」を合計すると、８割前後と

なることから、大部分の営業等所得者は、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出して

いるといえる。 

【図Ⅶ－１－２ 営業等所得者の申告態様（地域別）－－構成割合参照】 

 

Ⅶ－１－２　営業等所得者の申告態様 （地域別）－構成割合
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これを青色申告者に限って見ると、北関東地域での「個別指導」（１．４％）、「集合指導」

（７．０％）、「市町村」（０．９％）、「税理士無料」（４．９％）の４相談会場を合計した

利用率１４．２％は、他の地域の４相談会場の利用率（埼玉は７．８％、信越地域は７．

６％）と比較すると、約２倍になっている。そして、これと裏腹に、北関東地域では「郵

送窓口」（４５．９％）が他の地域と比較して４～５％程度低くなっている。 

【図Ⅶ－１－３ 営業等所得者（青色）の申告態様（地域別）－－構成割合参照】 

 

Ⅶ－１－３　営業等所得者 （青色） の申告態様 （地域別）－構成割合
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集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

 (2) 営業等所得者の申告件数を年齢別に見ると、５０歳～５５歳未満の階層をピークとす

る、４５歳から６５歳未満までの年齢階層が中心をなしている。 

こうした年齢階層が中心になっている営業等所得者について、更に年齢別に申告態様を

見ると、「個別指導」を利用して申告書を提出した者は各年代とも１～２％と非常に少なく、

また、「集合指導」を利用した者の利用率は、３０歳未満の２０．４％を最高に、以後、年

齢の上昇とともに減少傾向をたどる。そして、６５歳未満の各年代までは、１０％を超え

る利用率を示している。 

また、「郵送窓口」を利用して自ら申告書を提出している者は、６０歳未満の各年代では

４０％後半～５０％後半の利用率を示している。 

更に、「税理士関与」は、３０歳未満の１９．４％から７５歳～８０歳未満の

４５．３％のピークまで、年齢の上昇とともに多くなっている。 

【図Ⅶ－１－４ 年齢別の申告態様（営業等）－申告件数参照】 

【図Ⅶ－１－５ 年齢別の申告態様（営業等）－構成割合参照】 
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Ⅶ－１－４　年齢別の申告態様 （営業等）－申告件数
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Ⅶ－１－５　年齢別の申告態様 （営業等）－構成割合
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なお、営業等所得者の申告件数を、更に地域別に年齢構成割合で見ると、埼玉では、５５

歳～６０歳未満をピークとした年齢構成になっている。それに対して、北関東・信越地域で

は５０歳～５５歳未満をピークとした年齢構成になっており、このことから、営業等所得者

の減少が、埼玉より５歳ほど早く開始していることが伺える。 

   【図Ⅶ－１－６ 地域別の申告者の年齢構成割合（営業等）参照】 

 

Ⅶ－１－６　地域別の申告者の年齢構成割合 （営業等）
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そして、これを更に申告態様ごとに地域別で見ると、「集合指導」では埼玉の３０歳未満

が２８．３％で最も利用率が高く、以後年齢の上昇とともに利用率が順次減少する傾向が

明らかに見られるのに対し、北関東地域では３０歳未満（１４．１％）から６０歳～６５

歳未満（１２．２％）までの各年代について、ほぼ同じような利用率で推移している。た

だし、信越地域では各年代にバラツキがあって、これといった特徴がつかめない。 

また、北関東地域では、「市町村」と「税理士無料」双方を合わせた利用者が、どの年代

でも一様に１０％前後の利用率を示しており、他の地域には見られない特徴を示している。 

【図Ⅶ－１－７ 年齢別の申告態様（営業等・埼 玉）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－１－８ 年齢別の申告態様（営業等・埼 玉）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－１－９ 年齢別の申告態様（営業等・北関東）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－１－10 年齢別の申告態様（営業等・北関東）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－１－11 年齢別の申告態様（営業等・信 越）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－１－12 年齢別の申告態様（営業等・信 越）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－１－７　年齢別の申告態様 （営業等・埼玉）－申告件数
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Ⅶ－１－８　年齢別の申告態様 （営業等・埼玉）－構成割合

28.3

20.7

15.7

17.4

13.6

13.0

12.4

10.9

10.3

10.1

3.1

4.2

13.5

46.7

56.5

58.4

51.4

55.7

54.0

59.2

51.5

51.5

49.4

43.8

58.3

54.1

18.5

17.4

21.3

25.7

26.7

29.3

25.6

33.5

32.1

38.2

50.0

37.5

28.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

３０歳未満

３０歳～

３５歳～

４０歳～

４５歳～

５０歳～

５５歳～

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

全体

年
齢

構成割合 （ ％ ）

個別

 

 89



Ⅶ－１－９　年齢別の申告態様 （営業等・北関東）－申告件数
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Ⅶ－１－10　年齢別の申告態様 （営業等・北関東）－構成割合
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Ⅶ－１－11　年齢別の申告態様 （営業等・信越）－申告件数
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Ⅶ－１－12　年齢別の申告態様 （営業等・信越）－構成割合
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(3) 営業等所得者の申告件数（年齢別）を青色申告者に絞って見てみると、５５歳～６０歳

未満の階層をピークとする、５０歳から６５歳未満までの年齢階層が中心をなしている。 

こういった年齢階層が中心になっている青色申告者について、更に年齢別に申告態様を

見ると、「個別指導」では、３０歳未満が５．７％で最も利用率が高いが、他の各年代では

１％前後（むしろ利用の全くない０％の世代も多い）と一様に低い。 

また、「集合指導」では３５歳未満が１４．３％と多いが、全体平均で６％程度と、各年

代とも利用率は低い。 

「郵送窓口」では、年代に関係なく利用率はほぼ４０～５０％前後で変動が少なく、「税

理士関与」も年代に関係なく利用率はほぼ４０％前後で変動が少ない。 

以上のように、営業等所得者で青色申告をしている者に限ると、そのほぼ９割が相談会

場で申告書を提出していないことが分かる。 

【図Ⅶ－１－13 青色申告者の年齢別申告態様（営業等）－申告件数参照】 

【図Ⅶ－１－14 青色申告者の年齢別申告態様（営業等）－構成割合参照】 
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Ⅶ－１－13　青色申告者の年齢別申告態様 （営業等）－申告件数
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Ⅶ－１－14　青色申告者の年齢別申告態様 （営業等）－構成割合
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(4) 次に、営業等所得者の申告件数（年齢別）を白色申告者に絞って見ると、５０歳～５５

歳未満の階層をピークとする、４５歳から６０歳未満までの年齢階層が中心をなしている

が、青色申告者と違って３０歳代の若い年代の者も多い。 

      こういった年齢階層が中心になっている白色申告者について、更に年齢別に申告態様を

見ると、「個別指導」の利用率は、７０歳未満の各年代が１～２％程度と少ないのに対して、

７０歳～７５歳未満４．４％、７５歳～８０歳未満１０．０％、８０歳以上７．

１％と高齢者の利用率が高い。 

「集合指導」では、７５歳～８０歳未満（０％）を除いた各年代が、ほぼ

１５％から２０数％の利用率を示している。 

また、「市町村」では、３０歳未満が１２．０％と最も高い利用率を示している。以下、

５０歳～５５歳未満の年代までほぼ７％台で推移し、５５歳～６０歳未満で４．４％に減

少した後、その後の年代では１０％台の利用率を示している。 

更に、「郵送窓口」を見ると、３０歳から６０歳未満の各年代では、ほぼ５０％～６０％

前後の利用率を示しているのに対して、３０歳未満及び６０歳以上の年齢層では４０％～

５０％と、１０％程度低くなっている。全体的には、約半数の者が「郵送窓口」により申

告書を提出していることが分かる。 

     【図Ⅶ－１－15 白色申告者の年齢別申告態様（営業等）－申告件数参照】 

  【図Ⅶ－１－16 白色申告者の年齢別申告態様（営業等）－構成割合参照】 
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Ⅶ－１－15　白色申告者の年齢別申告態様 （営業等）－申告件数
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Ⅶ－１－16　白色申告者の年齢別申告態様 （営業等）－構成割合
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(5) 営業等所得者のうち、申告納税額のある者（全体）は４８．０％、申告納税額のない者

は３２．１％、還付申告者は１９．９％となっている。 

また、営業等所得者で申告納税額のある者を申告態様別に見ると、その構成割合は、申

告態様にかかわらず４０～５０％を占めており、特段の変動は認められない。 

しかし、これを地域別に眺めてみると、埼玉では、「市町村」及び「税理士無料」の利用者

が、他の申告態様よりかなり低いことが目立つ。 

逆に、申告納税額のない者（全体）も、「税理士無料」が３７．７％と最も高い割合を示

しているほかは、申告態様による特段の変動は認められず、ほぼ２５～３０％前後を占め

ている。また、これを地域別に眺めてみると、北関東地域では｢市町村｣の割合が１２．２％

と低い反面、｢税理士無料｣が４４．６％と高率になっている。 

なお、個人の申告納税額のない者と、法人で申告納税額のないものとでは、意味合いが

異なる部分も多く、両者を単純に比較することはできないが、関東信越国税局管内の資本

金１億円未満の中小法人に限って、平成１１年度の確定申告について見ると、法人税の申

告納税額がないものは７０％を超えており、個人とはかなり対照的な姿が表れている。 

更に、営業等所得者で還付申告者（全体）は、「市町村」利用者が３３．７％と最も高い

割合を示しており、以下、「集合指導」２３．６％、「郵送窓口」１９．８％、「税理士関与」

１７．６％、「個別指導」１６．７％、「税理士無料」１１．４％の順になっている。そし

て、これを地域別に眺めてみると、｢市町村｣については埼玉が５６．１％、北関東地域が

３２．４％、信越地域が２０．０％というように、都市部ほど還付申告者の割合が高まる

傾向が見られる。 

      【図Ⅶ－１－17 申告態様別の申告状況（営業等）－－申告件数参照】 

      【図Ⅶ－１－18 申告態様別の申告状況（営業等）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－１－19 申告態様別の申告状況（営業等・埼 玉）－－申告件数参照】 

      【図Ⅶ－１－20 申告態様別の申告状況（営業等・埼 玉）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－１－21 申告態様別の申告状況（営業等・北関東）－－申告件数参照】 

      【図Ⅶ－１－22 申告態様別の申告状況（営業等・北関東）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－１－23 申告態様別の申告状況（営業等・信 越）－－申告件数参照】 

      【図Ⅶ－１－24 申告態様別の申告状況（営業等・信 越）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－１－17　申告態様別の申告状況 （営業等）－申告件数
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Ⅶ－１－19　申告態様別の申告状況 （営業等・埼玉）－申告件数
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Ⅶ－１－21　申告態様別の申告状況 （営業等・北関東）－申告件数
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Ⅶ－１－23　申告態様別の申告状況 （営業等・信越）－申告件数
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２ 不動産所得者 

  (1) 不動産所得者の申告態様を見ると、「税理士関与」の利用率が５３．７％で最も

高く、全体の半数以上を占めている。これに「郵送窓口」の２８．６％を加えた

８２．３％の者は、相談会場を利用することなく、自らあるいは税理士を通じて申告書を

提出している。 

     また、「個別指導」は２．２％、「集合指導」は９．２％、「市町村」は５．４％、「税理

士無料」は１．０％となっており、合わせて１７．８％の者は、これらの相談会場を利用

して申告書を提出している。 

    【図Ⅶ－２－１ 不動産所得者の申告態様参照】 
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なお、不動産所得者の申告態様を地域別に細分化して見ると、 

① 埼玉では、「個別指導」の利用率は１．６％、「集合指導」は８．４％、「市町村」は２．

３％、「税理士無料」は０．５％となっており、合計１２．８％の者が、これらの相談会

場を利用して申告書を提出している。 

      また、「郵送窓口」は３０．３％、「税理士関与」は５６．８％となっており、合計８

７．１％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

② 北関東地域では、「個別指導」の利用率は２．７％、「集合指導」は１１．５％、「市町

村」は９．１％、「税理士無料」は１．９％となっており、合計２５．２％の者が、これ

らの相談会場を利用して申告書を提出している。 

      また、「郵送窓口」は２８．５％、「税理士関与」は４６．４％となっており、合計７

４．９％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

③ 信越地域では、「個別指導」の利用率は２．４％、「集合指導」は８．１％、「市町村」

は６．４％、「税理士無料」は０．７％となっており、合計１７．６％の者が、これらの

相談会場を利用して申告書を提出している。 

      また、「郵送窓口」は２６．１％、「税理士関与」は５６．３％となっており、合計８

２．４％の者が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

       以上のとおり、４つの相談会場の利用率は北関東地域が２５．２％で最も高く、埼玉の

約２倍、信越地域の約１．４倍となっており、北関東地域では、特に「集合指導」と「市

町村」の利用率が高い。 

また、「郵送窓口」の利用率は埼玉が３０．３％で最も高く、北関東・信越地域よりも

約２～４％程度利用率が高くなっている。 

     更に、「税理士関与」では埼玉が５６．８％で最も高く、北関東地域とは約１割程度の開

きが見られる。 

    【図Ⅶ－２－２ 不動産所得者の申告態様（地域別）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－２－２　不動産所得者の申告態様 （地域別）－構成割合
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(2) 不動産所得者の申告件数を年齢別に見ると、５５歳～６０歳未満をピークとする５０歳

から７５歳未満までの高年齢階層が中心をなしている。 

 こういった高年齢階層が中心になっている不動産所得者について更に年齢別に申告態

様を見ると、「個別指導」を利用して申告書を提出した者は、３０歳～３５歳未満の利用

率が７．０％で最も高く、４０歳～４５歳未満の利用率は０％で最も低くなっているなど、

４５歳未満の比較的若い年代の利用率にはバラツキがあるのに対し、４５歳以上からでは

ほぼ各年代とも１～３％程度の利用率を示している。 

 また、「集合指導」を利用した者は、３０歳未満が３．２％で最も利用率が低く、３０歳

～３５歳未満が１４．０％で「個別指導」の場合と同様に最も高い利用率を示しており、

以後の各年代ではほぼ７％～１２％台の範囲内でバラツキの少ない利用率を示している。 

 更に、「郵送窓口」を利用して自ら申告書を提出した者は、各年代ともほぼ２０％から３

０％台の範囲で一様の利用率を示しており、年代によるバラツキが少ない。また、「税理士

関与」は、３０歳未満と５０歳～５５歳未満の年代が６０％以上の高い利用率を示し、他

の年代もほぼ５０％以上の利用率を示していることで、不動産所得者の場合、各年代とも

ほぼ半数以上は「税理士関与」となっている。 

    なお、不動産所得者の申告件数を更に地域別に年齢構成割合で見ると、埼玉では５５歳

～６０歳未満をピークとした年齢構成になっているのに対し、北関東地域では、５５歳～

６０歳未満及び６５歳～７０歳未満をピークとした年齢構成、また、信越地域では５０歳

～５５歳未満及び６５歳～７０歳未満をピークとした年齢構成にそれぞれなっている。 

   【図Ⅶ－２－３ 年齢別の申告態様（不動産）－－申告件数参照】 

   【図Ⅶ－２－４ 年齢別の申告態様（不動産）－－構成割合参照】 

 【図Ⅶ－２－５ 地域別の申告者の年齢構成割合（不動産）参照】 
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Ⅶ－２－３　年齢別の申告態様 （不動産）－申告件数
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Ⅶ－２－４　年齢別の申告態様 （不動産）－構成割合
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Ⅶ－２－５　地域別の申告者の年齢構成割合 （不動産）
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 そして、これを更に申告態様ごとに地域別で見ると、埼玉では、３０歳以上の各年齢階

層で「個別指導」、「集合指導」、「市町村」及び「税理士無料」を合計した４相談会場の利

用率が、１０数％台でほぼ一定しているのに対し、北関東地域ではこれが年代によって１

０数％から３０数％台の範囲で大きく分散しており、バラツキが著しい。また、信越地域

で も 数 ％ か ら ４ ０ 数 ％ 台 の 範 囲 で 同 様 の バ ラ ツ キ が 見 ら れ る も の の 、

３５歳から６０歳未満までの年代ではこれが１０％以内に留まり、 ６０歳以上の

年代から２０数％台に急増して、以後の年代でもそのままの高い利用率を示している点で

特徴が見られる。 

 更に、「税理士関与」について、埼玉と信越地域はおおむね６０％台の利用率で、ほぼ同

様の傾向が見られるのに対して、北関東地域では１０％程度低くなっているほか、年代別

の利用率の変化も若干大きい。 

    【図Ⅶ－２－６ 年齢別の申告態様（不動産・埼 玉）－－申告件数参照】 

    【図Ⅶ－２－７ 年齢別の申告態様（不動産・埼 玉）－－構成割合参照】 

    【図Ⅶ－２－８ 年齢別の申告態様（不動産・北関東）－－申告件数参照】 

    【図Ⅶ－２－９ 年齢別の申告態様（不動産・北関東）－－構成割合参照】 

    【図Ⅶ－２－10 年齢別の申告態様（不動産・信 越）－－申告件数参照】 

    【図Ⅶ－２－11 年齢別の申告態様（不動産・信 越）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－２－６　年齢別の申告態様 （不動産・埼玉）－申告件数
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Ⅶ－２－７　年齢別の申告態様 （不動産・埼玉）－構成割合
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Ⅶ－２－８　年齢別の申告態様 （不動産・北関東）－申告件数
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Ⅶ－２－９　年齢別の申告態様 （不動産・北関東）－構成割合
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Ⅶ－２－10　年齢別の申告態様 （不動産・信越）－申告件数
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Ⅶ－２－11　年齢別の申告態様 （不動産・信越）－構成割合
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(3) 不動産所得者の申告件数（年齢別）を更に青色申告者に絞ってみると、６５歳～７０歳

未満の階層をピークとする５０歳から７５歳未満までの年齢階層が中心をなしている。 

     こういった年齢階層が中心になっている青色申告者について、更に年齢別に申告態様を

見ると、３０歳～３５歳未満では、「個別指導」が２１．４％、「集合指導」が１４．３％

と極端に利用率が高いものの、以後の各年代ではこれが数％に留まっている。 

     これは、「税理士関与」が３５歳～４０歳未満から６５．０％と急増し、特に４０歳～４

５歳未満の８０．８％をピークに、各年代とも税理士への依頼が圧倒的に多いことから、

その分「個別指導」と「集合指導」の利用が減少しているものと考えられる。 

     一方、「郵送窓口」は３０歳未満が３３．３％で最も利用率が高く、５５歳～６０歳未満

が１５．７％で最も利用率が低くなっているが、他の年代ではほぼ２割前後の利用率を示

している。 

    【図Ⅶ－２－12 青色申告者の年齢別申告態様（不動産）－申告件数参照】 

    【図Ⅶ－２－13 青色申告者の年齢別申告態様（不動産）－構成割合参照】 
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Ⅶ－２－12　青色申告者の年齢別申告態様 （不動産）－申告件数
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Ⅶ－２－13　青色申告者の年齢別申告態様 （不動産）－構成割合
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(4) 不動産所得者で申告納税額のある者は７１．７％、還付申告者は１６．６％、申告納税

額のない者は１１．７％となっている。 

     また、不動産所得者で申告納税額のある者は、その申告態様にかかわらず６５～７５％

前後の高い割合を占めており、申告態様による特段の変動は認められない。逆に、申告納

税額のない者については、「税理士無料」が２４．０％で最も高い割合を示しているほかは、

ほぼ１０％前後にとどまっており、これも申告態様による特段の変動は認めらない。 

     更に、不動産所得者で還付申告者は、「市町村」利用者が２２．１％と最も高い割合を示

しており、以下、「集合指導」２１．８％、「個別指導」２１．４％、「郵送窓口」１９．８％、

「税理士関与」１３．４％、「税理士無料」８．０％の順となっている。 

    【図Ⅶ－２－14 申告態様別の申告状況（不動産）－－申告件数参照】 

    【図Ⅶ－２－15 申告態様別の申告状況（不動産）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－２－14　申告態様別の申告状況 （不動産）－申告件数
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３ 給与所得者 

(1) 給与所得者は、５ページに掲載した表のように、標本申告者件数の２８．３％を占めて

おり、申告者の中では最大のグループとなっている。そして、この給与所得者の申告態様

を見ると、「集合指導」の利用率が２８．６％で、全体の約３割を占めている。これに「市

町村」の２５．４％、「税理士無料」の５．０％、「個別指導」の１．９％を加えた６０．

９％の者が、これらの相談会場を利用している。 

一方、「郵送窓口」の利用率は２９．３％であり、これに「税理士関与」の９．７％を加

えた３９．０％の者は、相談会場を利用することなく、自らあるいは税理士を通じて申告

書を提出している。 

     【図Ⅶ－３－１ 給与所得者の申告態様参照】 

 

Ⅶ－３－１　給与所得者の申告態様
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   なお、給与所得者の申告態様を地域別に細分化して見ると、 

① 埼玉では、「個別指導」の利用率は１．７％、「集合指導」３６．３％、「市町村」１９．

４ ％、「税理士無料」３．０％で、合わせて６０．４％の者が、これらの相談会場を

利用して申告書を提出している。 

  また、「郵送窓口」２９．９％、「税理士関与」９．７％で、合わせて３９．６％の者

が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

② 北関東地域では、「個別指導」の利用率は２．３％、「集合指導」２６．６％、「市町村」

３０．５％、「税理士無料」５．３％で、合わせて６４．７％の者が、これらの相談会場

を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」２５．０％、「税理士関与」１０．２％で、合計３５．２％の者が、

自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

③ 信越地域では、「個別指導」の利用率は１．９％、「集合指導」２０．５％、「市町村」
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２８．１ ％、「税理士無料」７．３％で、合わせて５７．８％の者が、これらの相談会

場を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」３２．８％、「税理士関与」９．３％で、合わせて４２．１％の者

が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

以上のとおり、４つの相談会場の利用率は、埼玉・北関東・信越地域ともそれぞれ約６

割程度であるが、これをそれぞれの会場ごとに対比してみると、埼玉では、「集合指導」の

利用率が他の地域よりも約１０～１５％程度高いのに対し、北関東・信越地域では、「市町

村」の利用率が埼玉よりも約１０％前後高い。 

また、「郵送窓口」及び「税理士関与」の利用率は、北関東地域が３５．２％（郵送窓口

２５．０％、税理士関与１０．２％）で、他の地域よりも約４～７％低くなっている。 

 【図Ⅶ－３－２ 給与所得者の申告態様（地域別）－－構成割合参照】 

 

Ⅶ－３－２　給与所得者の申告態様 （地域別）－構成割合
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(2) 給与所得者の申告件数を年齢別に見ると、３０歳未満が最も多く、以後３０歳～６０歳

未満の年代までほぼ同程度の申告者数を示しており、６５歳以上は急減している。こうい

っ た 年 齢 階 層 が 中 心 の 給 与 所 得 者 に つ い て 、 更 に 年 齢 別 に 申 告 態 様 を

見ると、「集合指導」では４０歳未満の各年代で３０％以上、また、４０歳以上

６５歳未満の各年代で２０数％と、約４分の１以上の利用率を示しているが、６５歳以上

からは利用率が急減している。 

また、「市町村」を利用した者は、３０歳未満（３１．２％）、６５歳～７０歳未満（１

４．０％）及び７５歳～８０歳未満（１７．２％）を除く各年代では、それぞれ全体平均

の利用率（２５．４％）にほぼ近い利用率を示している。 

   【図Ⅶ－３－３ 年齢別の申告態様（給与）－申告件数参照】 

【図Ⅶ－３－４ 年齢別の申告態様（給与）－構成割合参照】 
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　　Ⅶ－３－３　年齢別の申告態様 （給与）－申告件数
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　Ⅶ－３－４　年齢別の申告態様 （給与）－構成割合
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  なお、給与所得者の申告件数を更に地域別に年齢構成割合で見ると、埼玉で４０歳代の

申告者が他の地域よりも少ないだけで、三地域とも３０歳未満をピークとして以後年齢の

上昇とともに減少し、定年を迎えた６０歳代から、更に急減するという、ほぼ同じ傾向を

示している。ただし、信越地区の傾向は、他の地域より全般に緩やかである。 

【図Ⅶ－３－５ 地域別の申告者の年齢構成割合（給与）参照】 

 

Ⅶ－３－５　地域別の申告者の年齢構成割合 （給与）
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そして、これを更に申告態様ごとに地域別に見ると、「集合指導」では、埼玉が７０

歳～７５歳未満（１６．７％）の年代を除いて、各年代ともほぼ３０％から４０％の

利用率を示しているのに対し、北関東地域では、６５歳未満までの各年代でほぼ２０％か

ら３０％の利用率を示し、６５歳以上の年代で約１０％台に極減している。 

また、信越地区でも「集合指導」では６５歳以上の各年代で利用率が１２．０％若しく

はそれ以下に減少している点では北関東地域と似ているが、６５歳未満までの各年代にお

いて利用率に１０％台から２０％半ばの範囲でバラツキが認められる。 

利用率が高かった北関東・信越地域の「市町村」についてみると、６５歳未満の各年代

で一様に２０％から３０％台の利用率を示している。 

   【図Ⅶ－３－６ 年齢別の申告態様（給与・埼 玉）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－３－７ 年齢別の申告態様（給与・埼 玉）－－構成割合参照】 

   【図Ⅶ－３－８ 年齢別の申告態様（給与・北関東）－－申告件数参照】 

   【図Ⅶ－３－９ 年齢別の申告態様（給与・北関東）－－構成割合参照】 

  【図Ⅶ－３－10 年齢別の申告態様（給与・信 越）－－申告件数参照】 

  【図Ⅶ－３－11 年齢別の申告態様（給与・信 越）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－３－６　年齢別の申告態様 （給与・埼玉）－申告件数
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Ⅶ－３－７　年齢別の申告態様 （給与・埼玉）－構成割合
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Ⅶ－３－８　年齢別の申告態様 （給与・北関東）－申告件数
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Ⅶ－３－９　年齢別の申告態様 （給与・北関東）－構成割合
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Ⅶ－３－10　年齢別の申告態様 （給与・信越）－申告件数
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Ⅶ－３－11　年齢別の申告態様 （給与・信越）－構成割合
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(3) 給与所得者では、還付申告者が圧倒的に多く、「税理士無料」の会場を利用した  者

の９１．６％を筆頭に、「市町村」８９．８％、「集合指導」８７．１％、「郵送窓口」７７．

９％、「個別指導」６８．１％とそれぞれ高い割合を示しており、全体では８２．７％が還

付申告者となっている。 

また、給与所得者で申告納税額のある者は、「税理士関与」が２８．８％、「個別指導」

を利用した者が２７．５％と比較的高いだけで、他は格段に低くなり、全体では１４．７％

しかいない。 

なお、給与所得者で申告納税額のない者は、全体で２．６％と大変低く、「税理士関与」

の７．２％が目立つ程度で、申告態様による特段の変動は認められない。 

【図Ⅶ－３－12 申告態様別の申告状況（給与）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－３－13 申告態様別の申告状況（給与）－－構成割合参照】 
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Ⅶ－３－12　申告態様別の申告状況 （給与）－申告件数
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４ 年金所得者 

(1) 年金所得者の申告態様を見ると、「郵送窓口」の利用率が３６．３％で最も高くなって

おり、全体の３分の１強を占めている。これに「税理士関与」の８．１％を加えた４４．

４％の者は、相談会場を利用することなく、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出し

ている。 

以下、「市町村」２６．９％、「集合指導」１８．６％、「税理士無料」７．５％、「個別

指導」２．６％の順で利用されており、これらを合計した５５．６％の者は、これらの相

談会場を利用して申告書を提出している。 

以上のとおり、申告書の提出に際して相談会場の利用者の方が多いのは給与所得者の場

合と同じである。 

【図Ⅶ－４－１ 年金所得者の申告態様参照】 

 

Ⅶ－４－１　年金所得者の申告態様
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なお、年金所得者の申告態様を地域別に細分化して見ると、 

① 埼玉では、「個別指導」の利用率が２．５％、「集合指導」２３．０％、「市町村」２２．

１ ％、「税理士無料」５．５％で、合わせて５３．１％の者が、これらの相談会場を利

用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」３９．７％、「税理士関与」７．２％で、合わせて４６．９％の者

が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

② 北関東地域では、「個別指導」の利用率が２．８％、「集合指導」１８．４％、「市町村」

３２．０％、「税理士無料」７．７％で、合わせて６０．９％の者が、これらの相談会場

を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」３０．３％、「税理士関与」８．８％で、合わせて３９．１％の者

が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

 124



③ 信越地域では、「個別指導」の利用率が２．４％、「集合指導」１３．４％、「市町村」

２７．０ ％、「税理士無料」９．９％で、合わせて５２．７％の者が、これらの相談会

場を利用して申告書を提出している。 

     また、「郵送窓口」３８．７％、「税理士関与」８．５％で、合わせて４７．２％の者

が、自らあるいは税理士を通じて申告書を提出している。 

以上のとおり、４つの相談会場の利用率は、埼玉・信越地域が５割程度であるのに対し、

北関東地域では約６割で、１割程度高い利用率を示している。これをそれぞれの会場ごと

に対比してみると、地域ごとでバラツキが認められるが、埼玉では他の地域と比較して「集

合指導」（２３．０％）の利用率が高く、これに対し、北関東地域では「市町村」（３２．

０％）の利用率が他の地域に比較して高い。 

また、「郵送窓口」及び「税理士関与」の利用率は、北関東地域が他の地域よりも相談会

場の利用率が高くなっているのと裏腹の関係で約１割程度低くなっている。 

   【図Ⅶ－４－２ 年金所得者の申告態様（地域別）－－構成割合参照】 

 

Ⅶ－４－２　年金所得者の申告態様 （地域別）－構成割合

23.0

18.4

13.4

18.6

22.1

32.0

27.0

26.9

5.5

7.7

9.9

7.5

39.7

30.3

38.7

36.3

7.2

8.8

8.5

8.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

埼玉

北関東

信越

全地域

地
域

申告件数の構成割合 （ ％ ）

個別

 

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

 125



(2) 年金所得者の申告件数を年齢別に見ると、年金受給年齢に達した６０歳から６５歳未満

が最も多く、以後年齢の上昇とともに減少している。 

       こういった年齢階層が中心の年金所得者について、更に年齢別に申告態様を見ると、最

も利用率が高い「郵送窓口」では、７０歳～７５歳未満の４２．５％をピークに各年代と

も３０％以上の利用率を示している。 

また、「個別指導」、「集合指導」、「市町村」及び「税理士無料」での相談会場全体の利用

率をそれぞれ年齢別に見ると、６５歳未満の利用率が６０％を超えており、特に同年代の

「集合指導」と「市町村」の利用率が高い。 

     【図Ⅶ－４－３ 年齢別の申告態様（年金）－申告件数参照】 

【図Ⅶ－４－４ 年齢別の申告態様（年金）－構成割合参照】 
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Ⅶ－４－３　年齢別の申告態様 （年金）－申告件数
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 なお、年金所得者の申告件数を更に地域別に年齢構成割合で見ると、三地域とも  ６

０歳から６５歳未満をピークとして、以後年齢の上昇とともに急減するという傾向を示し

ているが、減少の程度にはかなり地域差がある。 

    【図Ⅶ－４－５ 地域別の申告者の年齢構成割合（年金）参照】 
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そして、これを更に申告態様ごとに地域別に見ると、「集合指導」では、埼玉が他の地域

に比較して各年代とも利用率が高く、また、北関東地域では、「市町村」の利用率が他の地

域と比較して各年代とも高くなっているが、「個別指導」、「集合指導」、「市町村」及び「税

理士無料」の４つの相談会場の合計を見てみると、北関東地域が７０歳～７５歳未満（５

２．９％）を除いて各年代で６割を超えており、全体的には他の地域よりも１割程度高い

利用率を示している。 

【図Ⅶ－４－６ 年齢別の申告態様（年金・埼 玉）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－４－７ 年齢別の申告態様（年金・埼 玉）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－４－８ 年齢別の申告態様（年金・北関東）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－４－９ 年齢別の申告態様（年金・北関東）－－構成割合参照】 

【図Ⅶ－４－10 年齢別の申告態様（年金・信 越）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－４－11 年齢別の申告態様（年金・信 越）－－構成割合参照】 

 

 

 

 128



Ⅶ－４－６　年齢別の申告態様 （年金・埼玉）－申告件数
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Ⅶ－４－８　年齢別の申告態様 （年金・北関東）－申告件数
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Ⅶ－４－10　年齢別の申告態様 （年金・信越）－申告件数

39

37

23

12

9

92

64

49

28

8

32

24

21

97

90

109

37

13

1

18

21

21

9

7

0 50 100 150 200 250 300

６０歳未満

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

年
齢

申告件数 （ 件 ）

個別

 

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

集合 市町村 税理士無料 郵送・窓口 税理士関与

Ⅶ－４－11　年齢別の申告態様 （年金・信越）－構成割合

7.1

5.1

4.8

7.1

13.9

15.3

10.1

12.1

21.4

13.4

28.6

32.7

26.4

21.5

28.3

19.0

27.0

14.3

11.4

9.9

9.2

8.1

7.1

9.9

35.7

34.5

37.2

47.8

37.4

31.0

38.7

7.1

6.4

8.7

9.2

9.1

16.7

8.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

６０歳未満

６０歳～

６５歳～

７０歳～

７５歳～

８０歳～

全体

年
齢

構成割合 （ ％ ）

個別

 

 131



(3) 年金所得者では、給与所得者と同様に還付申告者が多く、「市町村」を利用した 者の６

９．４％を筆頭に、「税理士無料」６２．５％、「集合指導」５５．２％と、それぞれ高い

割合を示しており、全体では５４．１％を占めている。 

また、年金所得者のうち申告納税額のある者は、「税理士関与」が５３．０％で最も高く

なっており、以下、「個別指導」４０．５％、「郵送窓口」３７．７％、「集合指導」３０．

８％、「市町村」２４．１％の順になっており、全体では３２．９％を占めている。この全

体比率は、給与所得者の場合の比率１４．７％のほぼ２．５倍となっている（１２２ペー

ジ３の(3)）。 

なお、年金所得者で申告納税額のない者は、「個別指導」の２０．３％が最も高くなって

おり、以下、「税理士関与」１８．７％、「税理士無料」１５．５％、「郵送窓口」１５．０％、

「集合指導」１３．９％の順になっており、全体では１３．０％を占めている。 

   【図Ⅶ－４－12 申告態様別の申告状況（年金）－－申告件数参照】 

【図Ⅶ－４－13 申告態様別の申告状況（年金）－－構成割合参照】 
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不動産所得者 ⑤ ③ ② ④ ① 
給与所得者 ⑤ ② ① ③ ④ 
年金所得者 ⑤ ③ ① ② ④ 
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Ⅶ－４－12　申告態様別の申告状況 （年金）－申告件数
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Ⅷ 申告書の提出時期 

 

１ 全体的な申告書の提出状況 

 (1) 総論 

所得税の確定申告書は、確定申告の全期間を通じて均等に提出されてくるわけではない。

税務署の申告相談会場が超過密状態になる時期もあれば、まばらな状態の時もある。曜日

や日々の天候、そして時間帯によっても変わると言われている。これから、本稿の締めく

くりとして、確定申告書の提出時期別の状況、言い換えれば申告相談会場の繁閑の状況に

ついて、抽出されたデータを基に平成１１年分所得税の確定申告書の提出ぶりを見てみた

い。 

まず、平成１１年分の所得税の確定申告について、図Ⅷ－１－１から全体的な申告状況

の概要を、提出時期別に見ることとする。それによると、提出件数はわずかだが、年明け

早々の１月初め頃から確定申告書の提出が始まり、前年分の源泉徴収票の交付が給与等の

支払先から行われる平成１２年 1 月末になると、給与所得者や年金所得者から申告書（ほ

とんどが還付申告書）の提出が徐々に増え始める。そして、確定申告期に入った２月１６

日（水）以降は、営業等所得者を中心に申告書の提出が増加するものの、２月２５日（金）

までの前半の期間、申告書の提出は大きな変動もなく、ほぼ一定水準、もしくは若干減り

気味で推移する。２月２８日（月）から３月９日（木）までの中盤ないしは後半の期間は、

日によって提出件数に変動があるが増え続ける。そして、３月１０日（金）以降の終盤に

なると、最終日に向かって申告書の提出が急激に増加し、特に確定申告最終日である３月

１５日（水）は、営業等所得者、不動産所得者、給与所得者ともに申告件数が突出して多

く、税務署をはじめとした各地の申告相談会場は大混雑の様相を呈する。 

  【図Ⅷ－１－１ 申告書の提出時期（全体：所得者区分別）－－収受件数参照】 

 

(2) 所得者区分別の概要 

図Ⅷ－１－２から、提出日ごとに所得者区分別の構成割合で見ると、 

 ① 営業等所得者の場合、確定申告開始日から最終日に向かって徐々に増加し、特に終盤

に近づくと、ウェィトが急速に高まる。 

    ② 不動産所得者の場合、確定申告期間前の提出はほとんどなく、また、期間中も１～２

割前後の安定した提出割合となっている。 

   ③ 給与所得者の場合、平成１２年１月２７日（木）までは７割以上を占めており、以後

最終日まで大きな変動はなく、３割前後を占めている。 

④  年金所得者の場合、源泉徴収票の交付直後に当たる１月末には、一気に５割以上を占

め、以後最終日に向かって急速に減少する傾向を示している。 

【図Ⅷ－１－２ 申告書の提出時期（全体：所得者区分別）－－構成割合参照】 
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Ⅷ－１－１　申告書の提出時期 （全体：所得者区分別）－収受件数

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

4/火

5/水

6/木

7/金

11/火

12/水

13/木

14/金

17/月

18/火

19/水

20/木

21/金

24/月

25/火

26/水

27/木

28/金

31/月

 1/火

　2/水

 3/木

 4/金

 7/月

 8/火

 9/水

10/木

14/月

15/火

16/水

17/木

18/金

21/月

22/火

23/水

24/木

25/金

28/月

29/火

 1/水

 2/木

 3/金

 6/月

 7/火

 8/水

 9/木

10/金

13/月

14/火

15/水

収
受
日

申告件数 （ 件 ）

その他

１月

２月

３月

 

営業等 農業 不動産 給与 年金

 135



Ⅷ－１－２　申告書の提出時期 （全体：所得者区分別）－構成割合
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(3) 男女別の概要 

  今度は、男女別の申告書提出状況について見てみたい。図Ⅷ－１－３は、平成１

２年３月１５日までに平成１１年分の所得税の確定申告書の提出があったものに

ついて、収受日ごとの申告書提出件数の構成比（男性１２，４８１件、女性

４，１３７件を分母とした、男女別・収受日別のパーセンテージ）を男女別にグラフ化し

たものである。これまで本稿の随所で触れてきたように、所得者区分別の申告割合や申告

態様等、確定申告のほとんどの項目で男女間にいろいろな違いが観察された。しかし、こ

の図Ⅷ－１－３を見ると、こと確定申告書の提出時期に関しては、意外にも男女間に全く

と言ってよいほど差異が認められない。これもまた、特筆すべき特色と言えよう。 

  ただし、女性の場合、給与所得者が全体の４０．２％を占めていることを反映して、提

出日ごとに占める給与所得者のウェイトは高く、日々、満遍なく提出されている。特に、

１月２７日頃まではほとんどが給与所得者で占められている。 

   【Ⅷ－１－３ 申告書の提出時期別構成割合（男女別）－－参照】 

   【Ⅷ－１－４ 申告書の提出時期（男性：所得者区分別）－－申告件数参照】 

   【Ⅷ－１－５ 申告書の提出時期（男性：所得者区分別）－－構成割合参照】 

   【Ⅷ－１－６ 申告書の提出時期（女性：所得者区分別）－－申告件数参照】 

   【Ⅷ－１－７ 申告書の提出時期（女性：所得者区分別）－－構成割合参照】 

 

Ⅷ－１－３　申告書の提出時期別構成割合 （男女別）
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Ⅷ－１－4　申告書の提出時期 （男性：所得者区分別）－申告件数
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Ⅷ－１－5　申告書の提出時期 （男性：所得者区分別）－構成割合
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Ⅷ－１－6　申告書の提出時期 （女性：所得者区分別 ）－申告件数
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Ⅷ－１－7　申告書の提出時期 （女性：所得者区分別）－構成割合
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(3) 地域別の概要 

  次に、地域別の申告書提出状況について見てみたい。図Ⅷ－１－８は、平成１２年３月

１５日までに平成１１年分の所得税の確定申告書の提出があったものについて、提出日ご

との収受件数の構成比（埼玉６，３２５件、北関東５，３０６件、信越４，９８７件を分

母とした、地域別・収受日別のパーセンテージ）を、各地域別にグラフ化したものである。 

この図Ⅷ－１－８を見ると、確定申告期前の２月１５日（火）までの間の申告書の提出

状況は、日によって差はあるものの、埼玉が北関東及び信越地域より若干低調である。確

定申告期に入った２月１６日（水）から２月２５日（金）までの間は、日によって地域間

の申告書提出状況にかなり変動が見られ、特に信越地域については、日々の提出割合の変

動が著しい。また、３月に入ると、７日（火）までの５日間は、埼玉の提出水準が北関東

及び信越地域より１～２％上回っており、こうした影響が最終日の１５日（水）の収受割

合、すなわち、埼玉が全収受件数の１１．９％であったのに対して、北関東地域が１６．

２％、信越地域が１６．４％というように、かなり大きな差となって現れている。 

   【Ⅷ－１－８ 申告書の提出時期別構成割合（地域別）－－参照】 

 

Ⅷ－１－８　申告書の提出時期別構成割合 （地域別）
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２ 確定申告書の提出時期 

(1) 提出時期別申告状況 
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平成１１年分の所得税の確定申告書の提出日を、①確定申告期間前、②確定申告開始日

の平成１２年２月１６日（水）から折返し日である２月２９日（火）まで（実１０日間）、

③折返し日翌日の３月１日（水）から確定申告期終盤間際の３月１０日（金）まで（実８

日間）及び④確定申告期終盤の３月１３日（月）から１５日（水）まで（実３日間）の４

つの期間に分けて、いろいろな視点から眺めてみたい。 

まず、これを申告納税額の有無等別に見ると、全体では、①の確定申告期間前の提出者

は７．０％、確定申告期間開始後は、②の期間の提出者が２９．７％、③の期間の提出者

が３２．７％、④の期間の提出者が３０．６％となっており、確定申告期間前を除いた上

記３つの期間で、ほぼ３分の１づつの提出があったことが分かる。 

しかしながら、申告納税額のある者・ない者とも、④の期間については提出者が３７．

９％となっている。同じ時期の還付申告者の提出割合が２１．６％であることと比較する

と、１６％程度提出が遅くなっていることからも明らかなように、特に申告納税額のある

者・ない者が、最終期に集中している。 

なお、４つに分類した期間の提出割合（全体）を土・日曜を除く実日数で割って、１日

当たりに換算して見ると、②の期間では３．０％及び③の期間では４．１％であるのに対

し、④の終盤の期間では１０．２％と②及び③の期間の２～３倍以上の過密状態になって

いる。 

   【図Ⅷ－２－１ 提出時期別申告状況（全体）－構成割合参照】 

  【図Ⅷ－２－２ 申告書の提出時期別構成割合（所得区分別）参照】 
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Ⅷ－２－２　申告書の提出時期別構成割合 （所得区分別）
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次に、図Ⅷ－２－３から所得者区分別に提出日の構成割合で見ることとする。先程も述

べたように、営業等所得者、不動産所得者、給与所得者ともに申告期終盤の３日間に集中

しており、現役をリタイヤした者が多い年金所得者だけが、多少の変動はあるものの、日々

安定した提出状況を示していることは興味深い。 

更に図Ⅷ－２－４から相談会場等の別に提出日の構成割合で見ると、「個別指導」、「集

合指導」、「市町村」、「税理士無料」とも、確定申告期間中は毎日ほぼ５％前後の利用率で、

会場間に大きな変動は見られないが（「市町村」については最終日のみ利用率が高い。）、「税

理士関与」については、申告期終盤の３日間に集中しており、特に最終日の提出割合は飛

び抜けて高くなっている。 

  【図Ⅷ－２－３ 申告書の提出時期別構成割合（所得者区分別）参照】 

【図Ⅷ－２－４ 申告書の提出時期別構成割合（相談会場等別）参照】 

 

 

 

 

 

 

 144



Ⅷ－２－３　申告書の提出時期別構成割合 （所得者区分別）
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Ⅷ－２－４　申告書の提出時期別構成割合 （相談会場等別 ）
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(2) 所得者別に見た提出時期 

  申告書の提出日を、前記(1)（１４３ページ）と同様、①確定申告期間前、②確定申告開

始日の平成１２年２月１６日から折返し日である２月２９日まで、③折返し日翌日の３月

１日から確定申告期終盤間際の３月１０日まで及び④確定申告期終盤の３月１３日から１

５日までの４つの期間に分け、これを所得者区分別及び申告納税額の有無等別に見ると、 

① 営業等所得者の場合、④の終盤の期間での提出が全体では４７．２％とほぼ過半数に

達しており、申告の出足が極めて遅いことが分かる。特に、申告納税額のある者の提出

は５１．６％で他の所得者と比較しても圧倒的に遅い。 

【Ⅷ－２－５ 提出時期別申告状況（営業等）－構成割合参照】 

 

Ⅷ－２－５　提出時期別申告状況 （営業等）－構成割合
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② 不動産所得者の場合、全体では②の期間の提出者は２４．４％、③の期間の提出者は

３５．６％、④の期間の提出者は３８．２％となっており、これらの提出割合は、申告

納税額のある者・ない者、還付申告者ともに大きな変動はなく、４割近くの者が④の終

盤になって申告書の提出を行っている。 

【Ⅷ－２－６ 提出時期別申告状況（不動産）－構成割合参照】 
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Ⅷ－２－６　提出時期別申告状況 （不動産）－構成割合
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③  年金所得者の場合、全体では①の確定申告期間前の提出者は１５．５％、確定申告期

間開始後については、②の期間の提出者が４３．１％、③の期間の提出者が２８．９％、

④の期間の提出者が１２．５％となっており、他の所得者と比較して早い時期での提出

者が多いのが特徴的である。特に、還付申告者にあっては①の確定申告期間前の提出者

が１８．８％と、ほぼ２割に達している。 

【Ⅷ－２－７ 提出時期別申告状況（年金）－構成割合参照】 

 

Ⅷ－２－７　提出時期別申告状況 （年金）－構成割合
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３ 申告納税額のある者 

  申告納税額のある者の申告書は、件数はわずかであるが法定申告期間前の１月の最終週頃

から日々提出されており、確定申告期に入った２月１６日（水）から３月９日（木）までの

期間では、日々の提出件数に多少の大小はあるものの全体として大きな変動は見られない。

そして、３月１０日（金）以降から急激に増加し、特に確定申告期最終日である３月１５日

（水）の提出件数が突出して多い。 

  申告納税額のある者を所得者区分（構成割合）で見ると、確定申告期前から確定申告期間

中の第一週ぐらいまでは年金所得者の占める割合が圧倒的に高く、営業等所得者は、逆に確

定申告期開始日から最終日に向かって徐々に増加し、後半ほどウェイトが高くなっている。 

  不動産所得者や給与所得者の場合には、確定申告期中において特段の変化は見られない。 

  【図Ⅷ－３－１ 申告納税額のある者の提出時期（所得者区分別）－－収受件数参照】 

   【図Ⅷ－３－２ 申告納税額のある者の提出時期（所得者区分別）－－構成割合参照】 
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Ⅷ－３－１　申告納税額のある者の提出時期 （所得者区分別）－収受件数
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Ⅷ－３－２　申告納税額のある者の提出時期 （所得者区分別）－構成割合
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４ 申告納税額のない者 

申告納税額のない者は、申告納税額のある者と提出状況が極めて酷似しており、その申告

書は、件数はわずかであるが、法定申告期間前の１月の最終週頃から日々提出されており、

確定申告期に入った２月１６日（水）から３月９日（木）までの期間では、日々の提出件数

に多少の大小はあるものの全体として大きな変動は見られず、３月１０日（金）以降から急

激に増加し、特に確定申告期最終日３月１５日（水）の提出件数は突出している。 

   申告納税額のない者の所得者区分を見ると、営業等所得者と年金所得者とでその大半を占

めている。また、確定申告期に入った２月１６日（水）から確定申告期最終日の３月１５日

（水）までは営業等所得者が右肩上がりで徐々に増加しており、確定申告期前では年金所得

者がほとんどを占めている。 

   【図Ⅷ－４－１ 申告納税額のない者の提出時期（所得者区分別）－－申告件数参照】 

   【図Ⅷ－４－２ 申告納税額のない者の提出時期（所得者区分別）－－構成割合参照】 
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Ⅷ－４－１　申告納税額のない者の提出時期（所得者区分別）－申告件数
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Ⅷ－４－２　申告納税額のない者の提出時期 （所得者区分別）－構成割合
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５ 還付申告者 

還付申告者の申告書は、広報の効果もあって、件数は少ないものの１月始め頃から提出が

始まり、所得税の源泉徴収票が給与及び年金等の支給先から交付される１月末から、以後確

定申告期に入る前の２月１５日（火）まで、徐々に提出件数が多くなる。そして、確定申告

期に入った２月１６日（水）以後は、日々一進一退を繰り返しながらも、右肩上がりに確定

申告期最終日まで提出件数が増加している。特に、確定申告期最終日３月１５日（水）の提

出件数は、申告納税額がある者・ない者ほどではないが、突出して多い。 

   更に、還付申告書の提出事由別構成割合（１件の還付申告書に複数の提出事由がある場合

は、複数併記としたため実件数とは異なる。）を見ると、１月２４日（月）を境にして最終日

まで、配当、医療費、住宅借入金、中途退職及び年調未済とも、日々大きな変動がなく、満

遍なくこれらの還付申告書が提出されていることが伺える。 

   逆に、１月２４日（月）より前の早期に提出された還付申告書は、件数が少ないこともあ

り、年調未済者や中途退職者の占める割合の高い日がある。 

   【図Ⅷ－５－１ 還付申告者の提出時期 －－申告件数参照】 

   【図Ⅷ－５－２ 還付申告者の提出時期（還付申告事由別）－－構成割合参照】 
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Ⅷ－５－１　還付申告者の提出時期  － 申告件数
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Ⅷ－５－２　還付申告者の提出時期 （還付申告事由別）－構成割合
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６ 提出された申告書の曜日別の状況 

   月曜日から金曜日の５日間を一つの単位として、開庁日における申告書の提出件数を見る

と、提出件数は確定申告期最終日が近づくにつれて各週ごとに増加しているが、曜日による

提出件数を見ても、最終の３日間（３月１３日～１５日）は特別として、他の週で特段の変

化は認められない。 

   また、１週間単位で見た曜日別の構成割合では、確定申告期前の各週では曜日によってバ

ラツキがあり、特徴がつかめないが、確定申告期間中の２月２１日の週からは、これも最終

の３日間は特別としてどの曜日も提出割合に大きな変動は見られない。 

   【図Ⅷ－６－１ 提出件数の曜日別の状況（全体）参照】 

   【図Ⅷ－６－２ 提出件数の曜日別の状況（全体）－－構成割合参照】 
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　Ⅷ－６－２　提出件数の曜日別の状況 （全体）－構成割合
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なお、以上の曜日別の状況を特に給与所得者に絞ってみると、確定申告期前の各週では曜

日によって提出割合にバラツキがあって、これといった特徴が見られない。確定申告期間中

の２月２１日の週からは、これも最終の３日間は特別として、どの曜日も提出割合に大きな

変動は見られず、給与所得者の場合、勤務時間に拘束される者が多いとはいえ、曜日には左

右されずに申告者が提出されている。 

   【図Ⅷ－６－３ 提出件数の曜日別の状況（給与所得者）参照】 

   【図Ⅷ－６－４ 提出件数の曜日別の状況（給与所得者）－－構成割合参照】 
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Ⅷ－６－３　提出件数の曜日別の状況 （給与所得者）
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Ⅷ－６－４　提出件数の曜日別の状況 （給与所得者）－構成割合
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Ⅸ あとがき 

 

以上述べたように、本研究では、確定申告書提出状況の標本調査から得られた情報を基に、

確定申告期における納税者の様々な行動態様について、その全体的な特徴が浮き彫りになるよ

う、表やグラフの作成を通じて分析を試みた。 

  そこから見える特徴的な点については、過去において観念的にしか理解できなかったものが

グラフや数値として現れるなど、具体的事実として理解できたものも少なくないと考える。 

  本研究が、多少なりとも、確定申告の実務に携わる方々にとって参考になれば幸いである。 

  なお、今後、全国的にＫＳＫシステムが導入され、これを駆使した新たな分析も可能になる

のではないかと考えられるが、この点については後の研究に譲りたいと思う。 

終わりに、この研究に従事した職員及び標本調査に協力した税務署名は、次のとおりである。

多忙な中、標本調査に協力いただいた各税務署、そして、確定申告の鳥瞰図作成という、これ

まで例を見ないテーマの研究について、ご理解とご指導をいただいた金子宏税務大学校顧問及

び客員教授の各先生方、そして国税庁課税部個人課税課に対して、深甚なる謝意を表する次第

である。 

 

１ 担当者（所属は平成１３年１２月１日現在のものである。） 
 

＜所   属＞ 
 

 
＜氏   名＞ 

税務大学校   研究部 
税務大学校   研究部  研究セクション 
 

部長      諸岡 健一 
教授        藤山 隆雄 
教育官     藤巻 一男 

金沢国税局 富山税務署 署長      久島 巖 
総務課 主任（研究科） 渡邉 孝一 総務部 
人事第一課 課長補佐    瀧澤 隆 

課税第一部 
 

個人課税課 情報技術専門官 竹田 勝哉 
審理係長    井澤 和彦 
監理第五係長  西原 信一郎 
実査官     小島 淳夫 

大宮税務署 総務課 課長      阿部 務 
朝霞税務署 個人課税第二部門 調査官     佐々木 弘勝 
新潟税務署 総務課 会計係長    渡邉 健 

関東信越国税局 

派遣監督評価官室 監督評価官補  竹田 富雄 
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２ 標本調査への協力署 
 
＜県 名＞ 
 

＜署    名＞ 

埼 玉 朝霞、大宮、川口、西川口、川越、所沢、東松山、春日部 
茨 城 水戸、日立、土浦 
栃 木 宇都宮、栃木、足利、佐野 
群 馬 伊勢崎、高崎、藤岡、中之条、沼田、館林 
長 野 長野、上田、諏訪、伊那、松本 
新 潟 新潟、新発田、巻、三条、長岡、柏崎、糸魚川 
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